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もっと前へ ふるさとの豊かさを創る道 

 ２０２０年、世界を襲った１００年に一度とも言われる「コロナ危機」に、山梨も

のみ込まれました。 

 人もいない。物資もない。経験もない。 

 そんな何もない状況のなかで決断したのは、「生活を止めずに命を守り抜くこと」。 

それからの年月、私自身、多くを学び、多くを省みました。 

 今なお、このコロナ危機は終息を迎えていません。 

予測がつかない非常時のなかだからこそ、まずは先頭に立つ。リーダーシップとい

う覚悟と責任のもとで、県庁の仲間とともに戦い抜いてきました。 

 未知のウイルスと人類との戦いのなかで、リーダーシップという責任を果たさずし

て、組織が動くのでしょうか。 

先頭に立つべき者が操舵を行わずして、針路は定まるのでしょうか。県民を守りぬ

けるのでしょうか。 

 行政は人の手によるものである以上、「修正すべきは迅速に」。 

そう言い続け、県議会からの提案や要請にもスピード感を優先して応えてきました。 

 県民の皆様、県庁職員という仲間、県議会という同志、それぞれの声を踏まえた「協

働の 1期目」でした。 

全員協働だからこそ、コロナ危機という未経験の大海をここまで操舵することが可

能となりました。振り返って感謝を新たにしております。 

 そのうえで、これから先の針路をどう定めるべきなのか。 

 山梨というふるさとの未来に資する課題解決と期待実現、希望創出はどうあるべき

なのか。 

本政策集では、県民の皆様の期待の声と要請を集約し、全県民の手に豊かさをもれ

なく届けるための方向性と具体性をお示ししたく考えました。 

 大切にしたいのは、県全体の富・利益と、個々人の幸福感が可能な限り密接する「豊

かさの実感」です。 

 これから先も、山梨は「豊かさをもれなく届けられるふるさと」を目指します。 

 数多くの、新旧の施策はすべて「豊かさのタネ」として、すでに蒔かれ、コロナ危

機の最中にあっても施策や予算という栄養を与え続けてきたものです。 
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 ここ、ふるさと山梨はコロナ危機にあっても前進し続けてきました。 

今、目の前の状況をしのぐだけではなく、明日を創るための努力を、県民の皆様の

ご理解のもとで続けてきました。 

 だからこそ、ここから先、進むべき道は、明確であるべきです。 

 まず、生活・家庭から各産業、福祉、教育、介護、あらゆる可能性を県内外で受け

止め、取り込む姿勢、富にひらかれた「開の国（かいのくに）」という理念がすべての

施策実施の前提となります。 

 そして、可能性に開かれた土台の上に、必要な資源や生活・事業・医療環境、生活

要素を支えるあらゆるインフラに新しい機能を増強していく「ふるさと強靭化」を展

開します。 

 今を補うだけではなく、明日、その先を見据えた資源と資本を注入する「開の国」

という基礎に、「ふるさと強靭化」という社会基盤の厚みをさらに積み重ねる。 

そこに「豊かさをもれなく届ける仕組み」を加え、生活圏全体として「豊かさ共創

社会」を目指していきます。 

 全県民に豊かさが行き渡る方法を考える「豊かさ共創会議」も、すでに議論と検討

が始まっています。 

 この強い上昇気流にあっては、その場限りの施策は一つとして生じえません。 

それぞれが連鎖し、強めあい、高めあう。 

あらゆる施策は、発展性と集束性、連続性を得て、好循環を生み、維持していく。 

 いわば限られた資源の中で、施策の効果と効率を両立させ、投入資源を超える波及

効果を生み出す過程です。 

負担や苦労よりも富と豊かさの実感がまさるべきです。 

山梨の「豊かさ」は、量、質、面で築いていきます。 

 これから先も、私はこの道を皆様とともにご一緒に歩きたいと考えています。 

ふるさとの豊かさを創る道。 

 １期４年間の気づきと学び、そして県民の皆様からの励ましを胸に、もっと前へ。 

 私、長崎幸太郎とともに豊かさへの道をご一緒にお願い申し上げます。 
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政策の体系（２本の柱と１９の約束） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ ふるさと強靱化 

約束１ 感染症に強靱な地域づくり 

約束２ 防災・減災、県土の強靱化 

約束４ 地域を担う人財づくり 

約束５ 生活基盤の保障 

約束６ 子育て支援の充実 

約束８ 海と空に開かれた「開の国」交通ネットワークの充実 

約束９ 「自然首都圏」創出のための基盤整備 

約束７ 安全・安心、快適なまちづくり 

約束１０ 「上質な空間」づくり 

約束１１ 共生社会化の推進 

約束１２ 教育の充実 

約束１３ 困難からの脱却・再挑戦に開かれた社会づくり 

約束１４ 地域経済の収益力向上 

約束１５ 文化・芸術の振興 

◆ 自然災害等に対する強靱化  ◆ 経済基盤の強靱化  ◆ 全ての県民を支える県民生活の強靱化 

◆ 交通ネットワークの整備  ◆ 自然首都圏構想の推進  ◆ 世界とつながり豊かさを共創（経済・文化交流）   

◆ 共生社会の実現  ◆ 教育の充実  ◆ 再挑戦に開かれた社会づくり 

約束１８ 県有資産や地域資源の可能性を県民に還元 
 スポーツの振興 

約束１７ パートナーシップに基づく県政の推進 
 スポーツの振興 

約束１９ 時代の変化に対応した県庁マネジメントの実践 
 スポーツの振興 

約束３ 地域経済基盤の強靱化 

政策を支える基盤の充実 

Ⅱ 「開の国」プロジェクト 

約束１６ スポーツの振興 
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約束１ 感染症に強靱な地域づくり 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１．新型コロナ感染症対策 

⚫ 当面の間、ウイズコロナは避けられません。県医師会・県内病院との連携で築

き上げた本県の新型コロナ用医療提供体制を堅持し、さらなる強化を図ります。 

・ 強化の方向性は、科学的知見に基づく「先手対応・事前主義」で行うことを

旨とし、即応病床の確保や安心して自宅療養できる体制整備、検査能力の拡

充、ワクチン、経口治療薬の普及など、予防から発見・治療まで万全の対策

を講じます。 

・ その際、コロナ以外の疾患の医療提供に支障が生じないよう、通常医療との

バランスに留意しつつ、感染拡大が起こった際には、大胆にシフトを切り替

えます。 

・ 県民の命を守る医療機関が機能不全に陥らないよう、身近な医療機関におけ

る発熱外来の開設やクラスター発生時における総合応援体制の構築など、地

域の医療体制がレジリエンスを高める取り組みを支援します。 

⚫ 県は、新型コロナ対策の砦であり、感染爆発が起きても県庁の人的・財政的資

源の総力を挙げて、医療従事者の皆様とともに県民の命と健康を守り抜きます。 

⚫ 新型コロナに関する後遺症の実態などを解明するための大規模調査を国内の自

【基本的な考え方】 

⚫ コロナ危機のなか、本県ではすべてを「積み上げ型」で実行してきました。 

⚫ その場・その瞬間だけで消耗され、霧消させるのではなく、感染症に加えて

他の疾患分野での治療・医療・救急にもいずれ寄与させるための「基礎と改

善の積み上げ」。 

それが、本県における「命を守る仕組みづくり」に取り組んできた４年間の

歩みです。 

⚫ 「最善のさらに上を考える」姿勢で、命を守る生活基盤の抜本的な向上を進

めてきました。コロナ危機が終息した日には、山梨がすでに医療先進県にな

っていること。そこを目指して、さらなる改善を積み重ねていきます。 

Ⅰ ふるさと強靱化 
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治体として初めて行いました。この知見をもとに、後遺症相談窓口や診療可能

な医療機関の設置促進、治療方法の研究に取り組み、コロナ罹患後の県民の健

康と暮らしを守ります。 

２．新興感染症対策 

⚫ 感染症の予防から発生時のまん延防止、医療提供体制等に関して、関係機関の

役割分担や責務などを定めた「感染症対応ビジョン」を策定し、病床や外来医

療を確保する医療機関との協定を締結します。 

⚫ 新型コロナ対応の検証結果を踏まえ、新興感染症にも慌てずに対応できる「使

える」アクションプランを策定するとともに、このアクションプランに沿った

大規模な訓練を医療機関や市町村とともに定期的に実施して、オール山梨の感

染症対応能力を向上させます。 

⚫ マスクなどの衛生物資は、全国的な不足状況に陥った場合でも、支援要請を受

けて全県どこにでも即日配送できる「流通備蓄・即日配送体制」を構築します。 

⚫ 感染症専門医や感染管理認定看護師などの専門人材は、県内での育成を進める

とともに、県外からの招聘も検討します。 

また、コロナ危機で蓄積された知見を踏まえ、医療・介護人材などに対する研

修をさらに充実させ、感染症対応力の全県的な底上げを図ります。 

⚫ 下水から感染症を検知するシステムなど、大学や民間等における研究・開発の

動向を注視しながら、新たな感染症検知の仕組みの検討を進めます。 

３．山梨県感染症対策センターの拡充 

⚫ 山梨県ＣＤＣの役割は、「県庁内の司令塔組織」に加え、「県内各地の健康危機

事案に介入する組織」に拡充します。 

・ 危機管理人材として医師・看護師・薬剤師などのチームを地域ごとに配置し

ます。施設クラスターなどの健康危機事案には即時介入し、その後のフォロ

ーアップも含め、「地域完結型の健康危機事案支援体制」を構築します。 

・ 県民に感染状況や対策の意図などの必要な情報が伝わり、感染抑止のための

行動変容につなげられるよう、統計やリスクコミュニケーションの専門家の

配置などにより、科学的知見の分析・発信・共有などリスクコミュニケーシ

ョンの高度化を図ります。 
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・ 中長期的な感染症対応能力の強化を図るため、グローバル・アドバイザリー・

ボードとのさらなる連携強化を図るとともに、国内外の感染症専門機関との

人的交流を進めます。 

４．市町村との緊密な協力体制の構築 

⚫ 保健所を所管する甲府市との間で、感染症対応において蓄積された知見や情報

資産の共有など連携を強化し、感染症有事の最前線に立つ保健所のより効果的

な機能発揮を図ります。 

⚫ 感染症対応における市町村保健衛生部局との連携体制を強化します。 

特に、感染急拡大による保健所業務のひっ迫の経験を踏まえ、職員の応援派遣

など全県を挙げて保健所機能の維持を図る体制の構築につき、市町村の理解を

得ながら進めていきます。 

５．グリーン・ゾーン認証制度のさらなる展開 

⚫ グリーン・ゾーン認証制度を通じ、感染症に強い事業環境づくりを後押ししま

す。 

・ 感染状況に応じて対策を機動的に緩和できる制度を導入し、日常の回復との

両立を図ります。 

・ 認証制度の国内ブランド力を生かした地域振興施策を進めるとともに、国際

基準の取得を後押しし、海外の認知度向上を図ります。 

⚫ 県と認証店とのネットワークを、感染症対策のみならず、経済再生に向けたデ

ジタルプラットフォームとして活用します。 
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約束２ 防災・減災、県土の強靱化 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．総 論 

⚫ 合理的かつ効果的な県土強靭化計画の策定と着実な実施 

・ 机上の数字合わせではなく、「ここまでやれば、これだけ安全になる」という

明快な根拠をもった県土強靭化計画を策定し、国や市町村との協働により、

県土の強靭化を計画的に進めます。 

⚫ 中長期的な事業量の明示 

・ 国による「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の推進に必

要な予算を確保して基盤整備を進め、公共事業の想定事業量として示した

4,600億円（令和２年度～７年度）の着実な実施を図ります。 

・ また、「５か年加速化対策」後も継続的・安定的に社会基盤整備を進め、次期

「強靭化基本計画」を着実に実施していくため、引き続き公共事業の中長期

的かつ明確な事業量の見通しを示してまいります。 

⚫ 国・県・市町村及び住民の協働による防災・減災 

・ 災害から県民の生命・財産を守り抜くため、防災・減災に係る県と市町村と

の役割分担を明確にし、市町村が行う事業を県としてしっかりと支援してい

きます。 

・ また、国とも緊密に連携を図り、国・市町村とワンチームとなって県土強靭

化に取り組みます。 

【基本的な考え方】 

⚫ 危険を予測し、未然に防ぐ。 

行政が果たすべき役割と姿勢は、そこにこそあるべきです。 

⚫ 発生したことに対処するのはもちろんですが、「発生しうる危険」にあらかじ

め向き合っていくことが、災害の多い国土において、山梨が率先して取り組

み、果たしていくべき役割です。 

⚫ 道路、電力、ライフライン、あらゆる生活インフラの構築において、「未然対

応」が強靱化には求められます。 

⚫ 災害や事故が起きた時にどう備えるか。そこからさらに踏み込み、「起こさな

いため」に実行し、必要なものを実装し、必要になりうることを前もって実

行する。それが、山梨における「進行型の強靱化対策」です。 
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・ さらに、近年の災害激甚化・広域化等に対応する観点から、ハード対策だけ

では限界がある場合には、住民の理解を得て合理的なソフト対策も併せ講じ

ることにより、防災・減災に万全を期します。 

２．交通強靭化 

⚫ 令和元年度に設立した交通強靱化プロジェクトにおける関係機関との連携・協

力のもと、国道２０号やこれを補完する国道４１３号等の整備・脆弱箇所の補

強を進め、東京圏との交通途絶を防ぎます。 

⚫ 「交通強靭化２．０」として、生活道路における雨量規制解除のための整備や

電線地中化を促進します。 

（その他、「約束８『４．地域道路ネットワークの充実』」を参照） 

 

３．治水・水害対策 

⚫ 水害の激甚化に対応するため、流域のあらゆる関係者が協働しハード・ソフト

両面で取り組む「流域治水」への転換を促進・深化させ、県民の命を守る治水

対策を展開します。 

（１）ハード対策 

・ 釜無川や御勅使川、亀沢川など富士川水系の県管理河川及び国管理河川など、

河床の上昇や樹木の繁茂が顕著な河川において、国との連携のもと河床掘削や

樹木伐採を進めます。併せて、河岸浸食などによる破堤を防止し、避難場所へ

の移動や緊急物資の輸送ルートとしての利用も考慮した堤防強化策について

も国への働きかけも含め取組みを進めます。 

・ 国による手打沢・切石地区の河川整備を加速するとともに、気候変動を考慮し

た河川整備計画への変更、禹之瀬のさらなる開削による治水安全度の向上を国

へ働きかけます。 

・ 甲府市南部のリニア駅近傍を流下する鎌田川で、河川改修の早期完成を図ると

ともに、立体河川が輻輳する南アルプス市南部を流れる横川では、伏せ越しの

増設整備を促進します。 

・ 市街地を流れる濁川や高倉川、貢川など都市河川の整備を加速します。 
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・ 桂川や新名庄川において、流域治水の取り組みと連動し自然環境と調和した河

川改修を進めます。 

・ 新山梨環状道路について、災害時における緊急輸送道路としての機能発揮を全

きものとするため、甲府市西下条から大津付近の立体化などの道路構造の検討

を行います。 

（２）ソフト対策 

・ 住民の自主的な避難行動や適時的確な避難情報の発令を支援するため、簡易型

水位計や監視カメラのさらなる増設を進めます。 

・ 中小河川の浸水想定区域図の作成を促進するとともに、市町村の洪水ハザード

マップ公表を支援することにより、水害リスク情報の空白域解消を図ります。 

・ 各地に設置した流域治水検討会の議論に基づきアクションプランを策定する

とともに、プランの実践を通しＰＤＣＡサイクルによる取り組みの深化と他流

域への横展開を図ります。 

４．電力供給の強靭化 

⚫ 災害時においても電力の安定的な供給を確保するため、東京電力との連携を深

化させ、インフラ被害の最小化・停電からの早期復旧・災害に強いエネルギー

システムの導入を柱とした取り組みを推進します。 

５．富士山火山防災対策 

⚫ 富士山噴火時の「逃げ遅れゼロ」を実現するためソフト・ハード両面にわたる

対策を講じます。 

（１）ハード整備 

・ 溶岩流等からの避難時間を確保するため、浅間沢における遊砂地や導流堤の整

備、仮設堰堤に用いる大型ブロックの備蓄などの富士山火山砂防事業を推進し

ます。 

・ 「３放射線・３環状避難路」構想に基づく広域避難路（国道１３７号・新たな

御坂トンネル、国道４１３号・道志バイパス、県道河口湖精進線（河口湖北岸）、

県道青木ヶ原船津線・足和田バイパス、国道 138号のバイパスとしての忍野村

内北側斜面を通過する路線、県道大幡初狩線（大幡地内）、中央道側道の国道

１３９号のバイパス化、県道都留道志線・新道坂トンネル など）の整備に取

り組みます。 
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・ 富士山５合目までのスバルライン上の危険個所に係る洞門の整備に取り組み

ます。 

（２）ソフト対策 

・ 超広域避難や火山研究人災育成などを含めた火山防災対策に係る国の積極的

コミットメントの確保に取り組みます。 

・ 改定広域避難計画に基づく地域防災計画・避難確保計画・個別避難計画が体系

的に策定されている状態を実現し、市町村その他の関係者とともに計画の実効

性を高める取り組みを進めます。（図上訓練・実地訓練によるＰＤＣＡサイク

ルの確立） 

・ 避難行動要支援者の避難対策など市町村の関心事に寄り添い支援します。 

６．その他 

⚫ 災害が少ない山梨県ゆえの防災意識・当事者意識の弱さを克服するため、防災

教育・訓練機会の充実など意識啓発や自助努力促進の取り組みに力を入れます。 

⚫ 防災拠点整備基本構想を改定し、災害時に拠点機能が的確に果たされるよう足

下の基盤をしっかり整えます。 
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約束３ 地域経済基盤の強靱化 

 

  

 

 

 

 

 

⚫ グリーン・ゾーン認証制度を通じ、感染症に強い事業環境づくりを後押ししま

す。［再掲］ 

・ 感染状況に応じて対策を機動的に緩和できる制度を導入し、日常の回復との

両立を図ります。 

・ 認証制度の国内ブランド力を生かした地域振興施策を進めるとともに、国際

基準の取得を後押しし、海外の認知度向上を図ります。 

⚫ 県と認証店とのネットワークを、感染症対策のみならず、経済再生に向けたデ

ジタルプラットフォームとして活用します。［再掲］ 

⚫ 県内企業のＢＣＰ作成を推進・支援します。 

⚫ 県内企業による「価値を生みだす事業活動」は地域経済の大切な基盤です。 

感染症のもとでもこれを維持し発展させるため、事業承継や事業再構築を支援

するとともに、事業活動を下支えする金融支援を充実します。 

⚫ 令和２年度に行った新型コロナ融資（いわゆるゼロゼロ融資）の据置期間が終

了し、令和５年初夏以降に元金返済開始のピークを迎えます。こうした中、中

小企業の多くは長引くコロナ禍や国際的な原材料価格の上昇、円安の影響など

に苦しんでおり、今後の資金繰りは決して楽観できない状況となっています。 

・ このため、実質的な据置期間延長の効果が得られるゼロゼロ融資の借換融資

を実行するとともに、据置期間中に経営改善などに向けた取扱金融機関の伴

走支援が得られる制度を創設します。 

・ また、この借換制度への柔軟な応諾対応を依頼するとともに、借り換えや融

資条件の変更が事業者の債務者区分の引き下げや新たな融資に対する貸出姿

勢の消極化につながることがないよう、県内金融機関との定期的な意見交換

【基本的な考え方】 

⚫ これまで、感染症の中にあっても経済と日常が回り続ける社会、「超感染症社

会」への進化を掲げて、強靱な地域経済の構築に努めてきました。 

⚫ コロナに加え、物価高騰、エネルギー高騰など地域経済を取り巻く情勢は厳

しさを増しています。こうした予期せぬ事態にもしなやかに対応できる経済

基盤の構築を、さらに多角的かつ強力に進めてまいります。 
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を実施し、対話を通じた依頼を行っていきます。 

⚫ 原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコスト削減を推進するため、

省エネ設備や再エネ発電設備の導入を支援します。 

⚫ 「キャリアアップ・ユニバーシティ」構想の推進により、働く人びとの経済・

家計を力強く支えるキャリアアップを支援するとともに、複業の普及について

も研究を進めます。 

⚫ 来県観光客の満足度を高め、滞在時間の延長による消費拡大、リピート率向上

を図ります。 

・ 食の魅力を向上させる「美酒・美食王国プロジェクト」の推進 

・ 「山梨ならでは」の体験を提供するプレミアム感のある旅行商品の造成 

・ デジタルの活用によるＰＤＣＡサイクルの構築 

⚫ これまで十分には活用されてこなかった地域資源の掘り起こしと磨きあげによ

る「山梨を訪れる理由」の多様化を図り、より多様な観光客の来訪につなげま

す。 

・ 無形文化財などの文化芸術資源の活用 

・ スポーツ・ツーリズム、アウトドア・アクティビティなどの新たな観光コン

テンツの開発 

・ ＴＧＣなどの人気イベントの開催による若年層の取り込み 

・ 全国的に好評の教育旅行の定着化 

⚫ 米国産モモの輸入が解禁されるまでに、産地と一体となって確実に産地強化策

を講じます。 

⚫ また、肥料・飼料や燃油等の物価高騰に対しては、生産効率の向上による生産

コスト削減を積極的に支援するとともに、消費者が価格転嫁を受け入れやすく

するための高付加価値化・ブランド化、県内観光施設における県産食材提供支

援による需要拡大策を講じていきます。 
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約束４ 地域を担う人財づくり 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 「キャリアアップ・ユニバーシティ」構想の推進 

・ 山梨で働く人の賃金上昇を実現させるためには、労使が互いに納得したうえ

での取り組みが大切です。  

働く人がその能力を高め、生産力と創造力を産みだし、企業の収益が向上し

た時は、賃金引上げにより還元される「豊かさ共創」の好循環を構築します。 

・ このため、県内産業界の雇用ニーズに即した、あるいは労働力の需給ギャッ

プを解消する過程で生じうる「次の人財ニーズ」を先取りした学びの機会、

先進的・先端的なリカレント教育の機会を整備します。 

⚫ すべての県民のデジタル・リテラシーの向上 

・ 社会・経済のデジタル化の恩恵を全ての県民がもれなく享受し、生活や仕事

の課題解決に役立てることができるようにするため、県民それぞれの立場に

応じた「デジタル感覚（スキル）」を養うための学びの機会を用意します。 

⚫ 外部専門家の最新ノウハウを活用し、県立高校における情報教育を強化します。 

⚫ 県内のＤＸ需要の高まりに対応するため、ＡＩ等の先端技術や知見を有するＩ

ＣＴ人材の確保・育成を支援します。 

 【基本的な考え方】 

⚫ 就労環境は常に変化しつづけています。 

⚫ 価値観の多様化は働く場所の変化を促し、働く者に求められる素養（スキル）

にも変更を迫ってきました。 

時間と場所を問わない情報化社会が定着したことで、就労現場における「人財」

への期待も大きく変化しています。 

就労現場をとりまく競争環境において、日本だけでなく世界市場や多国籍企業

と向き合わざるをえない潮流はさらに激しさを増しています。 

⚫ 働く者のために、就労者のために、行政現場は何にどう取り組まなければなら

ないのか。求められる素養はこれまでになく「広く」、同時にこれまでになく

「深く」なっています。 

⚫ 山梨では、年代を問わず、働く意欲のあるかたに、時代が求める「高度人財」

として御自身を磨き上げていただける環境（学びと支援の場）とサービス（助

成）を提供していきます。 
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⚫ 「しなやかものづくり」を支える高専の整備 

・ Society5.0 の新たな時代を切り拓くＳＴＥＡＭ人材※を山梨に根付かせるた

め、サイエンスを基盤にしなやかな頭脳と豊かな感性を持つ人材を育む高専

（高等専門学校）の開設に向けた検討を進めます。 

※ STEAM人材:科学（Science）技術（Technology）工学（Engineering）アート（Arts）

数学（Mathematics）の 5つの頭文字を取った造語で、21世紀型の新しい人材像 

・ 新たな高専はデジタルとデザインのマインドにあふれる理科系人材の育成に

主眼を置き、特に女性の持つしなやかな感性の伸長にも配慮したものとして

検討します。 

・ 整備にかかる人的・物的負担を軽減するため、教え手の確保にかかる県内大

学や主要企業との連携を図るほか、既存の県有資産の有効活用を進めます。 

⚫ 若者のライフプランと連動したＵＪＩターンの促進 

・ 結婚や出産、子育てなどのライフイベントを契機として、優れた企業群と豊

かな生活環境に恵まれる山梨での就職や起業を考える若い世代に対する情報

提供や県内企業とのマッチング支援を行い、次代を担う若者の転職や創業を

応援します。 

・ 若者のＵＪＩターンを促進・支援するため、「ものづくり人材就業支援事業

費補助金」を抜本的に拡充し、奨学金返還支援の対象者を県外から山梨県内

の企業に就職する者に拡大するとともに、その対象業種についても観光など

ものづくり産業以外に拡大します。 

⚫ 副業・兼業人材を核とするスタートアップの創出 

・ 「チャレンジする心を応援する山梨」を目指して全国から集まる人材を活用

するため、大企業からスピンアウトして山梨で起業しようとする人材や、企

業に籍を置きつつ副業・兼業として新たな事業を展開しようとする人材と県

内企業や資金提供者とのマッチングサイトを整備し、高度人材の優れた能力

や経験を生かすプラットフォームを構築します。 

・ このプラットフォームを基盤として、高度人材を核とする県内企業との協業

や連携を進めることにより、スタートアップ企業数の飛躍的増加と起業後の

早期成長を後押しします。 

⚫ 成長産業を支える人材育成とオープンイノベーションの推進 

・ 県内経済の成長力を牽引する医療関連産業と水素・燃焼電池関連産業に携わ 
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る専門人材を育てるため、山梨大学に設けた人材養成講座をさらにパワーア

ップし、基礎コースを修了した者を対象とする応用（専門）コースの講座を

開設します。 

・ また、両講座とも修了者が１００人を大きく超えてきていることを踏まえ、

歴代修了者による情報交換と創発の場となるコミュニティを形成し、このコ

ミュニティと大学等との共創拠点となるイノベーション・コモンズを、今後

新たに整備するインキュベーションセンター内に整備するとともに、共創活

動を通じて医療関連分野及び水素・燃料電池分野のオープンイノベーション

を推進します。 

⚫ 新たな人材像・産業群を想定した企業誘致の推進 

・ これからの山梨が求める人材は、ものづくりの知識や技術を有する者だけで

なく、デジタルを縦横無尽に使いこなせる人材、山梨の豊かさを様々なコン

テンツに再編集できる人材、共感力をもって多くの人に山梨の強みを翻訳し

ていける人材など、多様で高度なスキルや能力を有する人材です。 

こうした人材を山梨が獲得するためには、「自分の能力は山梨の地でこそ生か

していける」という確信が必要であり、そのために必要な就業環境を持つ企

業の誘致を進めていきます。 

・ 具体的には、情報・通信産業やコンテンツ産業、教育・出版産業などを念頭

に、新たな産業群を射程に入れた誘致活動を進めます。 

⚫ 新時代の観光業を支える人材の育成 

・ 本県の観光の在り方について、「薄利多売」型観光から脱却し、高付加価値

観光へと進化・前進させるべく、「キャリアアップ・ユニバーシティ」構想

の一環として「やまなしアドバンスト・ツーリズム・アカデミー」を立ち上

げ、その担い手たる新時代の観光人材育成に取り組みます。 

⚫ 農・畜・水産業の人材の確保・育成 

・ 山梨の農・畜・水産業で活躍する人材を増やすには、まずは産業としての先

行きに明るい希望がもてることが重要です。 

高付加価値化・高生産効率化・ブランド化などを進めることにより生産者所

得の向上を図る取り組みをさらに強化します。 

・ 親元就農を含め新規就農者の確保・育成を進めるため、就農準備段階から就

農後までニーズに応じた切れ目ない支援を提供します。 
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・ 高収益モデルの横展開やスマート農業・データ農業を使いこなせるスキルの

習得支援など、山梨農業の成長性・将来性を生かした夢のある農業参入を促

進します。 

⚫ 林業の人材の確保・育成 

・ 林業の成長産業化を一層促進することにより、新規就業者の受け皿となるべ

き林業経営体の経営強化を図ります。 

・ 令和４年度に開設した農林大学校森林学科から林業従事者が輩出され県内に

定着する流れを確立していきます。 

⚫ 「富士五湖アカデメイア」構想 

・ 富士五湖地域を先導的モデルとして、官民協働のプロジェクトとして、多く

の人が学問や芸術、文化、スポーツを学び、交流し、また新たな価値を創造・

発信する中心的な場たる「アカデメイア」の構築に取り組みます。 

・ 富士五湖地域を、ダボス会議などの国際的な会議が開催され、様々な学会や

シンポジウム、文化的イベント、芸術や音楽イベントが開催される地域とし

ていくべく、国際会議場など必要な環境整備を検討します。 

・ また、著名な国際的大学や首都圏の様々な企業との連携により、最高の自然

環境の中で第四次産業革命の時代に求められる次世代人材を育成する地域と

していきます。 

・ 伝統的なスポーツの普及・振興とともに、新たなスポーツ文化の育成もめざ

していきます。 

特に、子どもたちへのスポーツを通じての「身体知」の教育にも注力しま

す。 
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約束５ 生活基盤の保障 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１．介護 

⚫ 「介護待機ゼロ」の実現 

・ 令和８年度を目途に「介護待機者ゼロ社会」を実現するため、特別養護老人

ホームの増強など施設整備を計画的に推進します。 

・ また、「介護福祉総合支援センター（仮称）」を開設し、社会的に孤立しがち

な男性介護者をはじめとした介護者への支援や、介護施設における人材確保

のための人材バンク機能の整備などによる介護事業への支援を強化します。 

２．医療 

⚫ 「必要な人への必要な医療の提供確保」と「県民医療システムの持続可能性確

保」が両立する地域医療体制の整備・構築 

・ 新型コロナ感染症対策における有事の医療と、通常の診療を中心とした平時

の医療を車の両輪として、県民の生命と健康を守るため全力を尽くします。 

・ 住民が住み慣れた地域において質の高い医療・介護を受けられるよう、かか

りつけ医を中心とした地域における必要な医療を確保すべく取り組みます。 

⚫ 救急医療体制の確保・充実 

・ 初期救急の担い手不足や医師の長時間労働の課題を解決し、初期救急医療体

制の持続可能性を確保するため、各地区医師会と連携・協力しながら、初期

救急医療センターの設置など初期救急医療体制の新たな整備に向けた議論を

進めます。 

【基本的な考え方】 

⚫ 医療・介護・生活不安の解消・自立支援は、すべてを「生活基盤の保障」と

いう枠組みでとらえ、一体のものとして取り組んでいきます。 

⚫ 山梨県で生きること・暮らすことが「保障される場所」であるために、すでに日本

で最も進んだ取り組みに着手しています。 

⚫ 個別対処と同時に、生活基盤保障という社会全体で支えていける施策フレーム

を拡張し、効果と波及を重ね合わせることで、わが国最先端の「セーフティネッ

ト」を構築していきます。 
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・ 救急医療機関の負担軽減や医療資源の適正配分を進めるため、遠隔診療を用

いたトリアージや地域の二次救急病院の支援などの新たな救急システムの構

築について検討を行います。 

⚫ 医療人材の確保 

・ 山梨大学等との連携のもと、医療に携わる学生に対し卒業後の県内定着を促

していくため、修学資金や本県の魅力発信等の必要な事業を継続・強化しま

す。 

・ 県外からの高度医療人材の確保に向けて、先進的な取り組みを進める医療機

関に対し積極的に支援を行います。 

⚫ 在宅医療（介護）の充実 

・ 地域の中核病院、診療所、訪問看護支援センターなどの関係者との連携のも

と、全県の在宅医療・介護のニーズを見据え、効果的に在宅医療・介護を提

供できるスキームの構築に取り組みます。 

⚫ へき地医療の強化 

・ 「誰一人取り残さない医療」を実現するため、現在のへき地医療拠点病院の

巡回診療やへき地診療所の資機材整備に対する支援を充実させます。 

・ オンライン技術やウェアラブル端末などの新しい技術を活用し、住民の日々

の健康観察や治療の経過観察など、へき地医療拠点病院などで日常的に見守

るシステムの構築に取り組みます。 

⚫ 産科・周産期医療の確保や災害医療体制の強化を着実に進めます。 

⚫ 「デジタル医療立県やまなし」の推進 

・ これまで取り組みを進めてきた「電子版かかりつけ連携手帳」を活用した

オンライン診療や重度心身障害者の医療費モデル事業などについて、さら

なる普及・拡大を進めます。 

・ 病院間での画像診断、遠隔による手術支援など、医療機関におけるデジタ

ル化を進めます。 

・ 「医療と介護の連携」の重要性に鑑み、相互の情報共有を図るべく、介護

分野におけるデジタルの活用を進めていきます。 
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⚫ データ医療の取り組みへの着手 

・ 巡回診療などにより蓄積された患者の情報をＡＩが解析し、将来罹患する可

能性のある疾病（糖尿病など）を予想し、患者に情報提供することにより、

生活習慣の改善に役立てていただくシステムの構築に取り組みます。 

・ 患者に対するより良い医療の提供や健康維持を進めるため、様々な健康情報

を本人が蓄積できる「電子版かかりつけ連携手帳」のさらなる普及を図ると

ともに、これをもとにした本県におけるデータ医療基盤の構築に取り組みま

す。 

⚫ 医療版「オールやまなし」体制の構築 

・ 県医師会、山梨大学、県立中央病院、県看護協会などの県内医療関係者のさ

らなる協力関係を構築し、その連携のもとに、県民に最適な医療を提供する

医療政策を構築・実行していくためのグランドデザインを描くため、「医療版

政策評議会（仮称）」を設置し、風通しのいい関係を築く中で自由な議論を交

えながら大所高所からの御提言を受ける体制を構築します。  

３．歯科保健の充実 

⚫ 全身の健康に大きく関係する口腔機能の維持・向上を図るため、行政と関係機

関が一体となった推進体制の整備を進めます。 

⚫ 日常的な口腔ケアを推進するため、歯科衛生士の資質向上や県内定着に努めま

す。 

 

４．障害者施策の充実 

⚫ 障害のある方やその御家族が、社会の中で安心して生活できる環境づくりを推

進していきます。 

特に、親亡き後を見据えグループホームなど居住系サービスの充実を図ります。 

⚫ 医療的ケア児者支援の充実 

・ 医療的ケアを必要とする方が身近な地域で健やかに生活できるよう、地域の

拠点づくりを推進します。 

・ 特に専門の支援機関が少ない富士・東部地域には、医療的ケア児支援センタ

ーのサテライトを開設します。 
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⚫ 重度障害者への支援体制の充実 

・ 強度行動障害や医療的ケア、高次脳機能障害等に対応するため、専門的な支

援を担う障害者支援施設や障害福祉サービス等に対して、報酬上の評価に加

え、地域の実情に応じた支援措置を検討します。 

・ 電子版かかりつけ連携手帳を活用した電子決済モデルのさらなる活用拡大に

より、重度心身障害者の医療費窓口負担に伴う苦痛の実質ゼロの実現・普及

拡大に取り組みます。 

⚫ 重度障害のある方を支える専門人材の育成 

・ 強度行動障害のある方、医療的ケアを必要とする方、その他重度障害のある

方を支える、専門的で質の高い支援人材の確保・育成に取り組みます。 

・ 重度の障害のある方がアパートやグループホームなど希望する場所で生活で

きるよう、重度訪問介護人材の確保に取り組みます。 

⚫ 障害のある方の就労支援 

・ 障害者就労支援施設（障害福祉サービス）で働く障害のある方の所得向上を

図るため、産福連携や農福連携を一層推進していきます。 

・ 工賃向上に向け産福連携を促進するため、事業所の工賃向上に貢献（仕事の

発注等）する企業に対する支援やインセンティブの充実を図ります。 

・ 移動手段に制約がある方などを対象に、地域の小規模事業者などによる障が

い者雇用への支援制度を構築し、身近な地域における働く場の確保に取り組

みます。 

５．自殺対策 

⚫ 上流から水際までの総合的な自殺防止対策を展開し、居住地ベースの自殺率を

全国最低水準に引き下げることを目指します。 

⚫ 青木ヶ原樹海については、「生命を育む森」として抜本的なイメージアップを進

めていきます。 

⚫ 自殺未遂者への継続的な支援によって得られた実態情報を分析し、その結果を

踏まえた効果的な自殺防止策を実施していきます。 
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⚫ コロナ禍で増加した女性や若年層の自殺を防止するため、相談窓口やゲートキ

ーパーの普及啓発、児童生徒がＳＯＳを出しやすい環境整備を、自殺防止セン

ター、総合教育センター、女性相談所などの関係機関と連携して推進します。  

６．ひきこもり総合対策 

⚫ ひきこもりの状態にある方やそのご家族に寄り添い、ひきこもり対策に取り組

む団体への支援や質の高い対人援助を提供できる人材の育成など、社会とのつ

ながりを回復していただくための取り組みを丁寧に行います。 

⚫ 学校に行きたくても行けない子どもの実態把握のための調査を踏まえ、民間フ

リースクールに対する支援を強化するとともに、公設フリースクールの必要性

についても検討していきます。 

⚫ ひきこもり当事者が持つ能力を活かせる社会参加を促進するため、個々の能力

を発揮して働くことができる受入先の掘り起こしなど、社会環境の整備に取り

組みます。 

７．依存症からの脱却の支援 

⚫ ギャンブルなどへの依存症からの立ち直りを目指す人を地域で支え、励ますた

め、民間団体の取り組みを支援し市町村や企業などとワンチームで対応します。 

⚫ 若年層で深刻化するネット依存・ゲーム障害への効果的な対策を民間企業との

協働により検討し、実行に移します。 

⚫ 各種依存症に関する正しい理解を促進するため、特に若年層を中心的な対象と

して依存症の予防に向けた普及啓発を進めます。 

⚫ 依存症についての早期発見・早期介入を実現するため、医療職だけでなく、警

察、消防、教員、民生委員など県民生活に関わる者の依存症対応力を向上させ

るとともに、関係機関との連携体制の構築を推進します。 

⚫ 依存症が多様化する中、身近な地域で適切な医療が受けられるよう、治療拠点

の拡充や依存症に対応する人材の育成など医療提供体制を整備します。 
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約束６ 子育て支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 結婚支援 

・ 多様な婚活サービスを提供する民間とのネットワークを構築し、結婚を希望

する誰もが希望を叶えることができるよう、社会全体で効果的な婚活支援を

行います。 

⚫ 妊娠・出産の支援 

・ 子どもを持ちたいと願う男女に寄り添い、不妊に関する相談や治療への支援

を強化するとともに、治療に対する職場・社会の理解を増進します。 

・ 山梨大学との連携のもと、県内における不妊医療提供体制のさらなる充実に

努めるとともに、公的保険の対象外となっている先進治療に対しても県独自

の助成を行います。 

・ 人生の一大イベントである出産を不安なく幸せに迎えていただくため、宿泊

型産後ケアなど、産前産後における身体的・精神的ケアのさらなる拡充を進

めます。 

また、産後ドゥーラの裾野拡大を含め、産後の母親と家庭を助けるアウトリ

ーチ型支援の輪を広げ、充実を図ります。 

・ 子どもを亡くしたご家族へのグリーフケアとして、気持ちに寄り添った対応

ができる支援力の底上げに取り組みます。 

⚫ 育児の支援 

・ 令和２年度に設立した「やまなし子ども・子育て応援県民会議」を核とした

【基本的な考え方】 

⚫ 子育ては、社会が共有すべき幸せであり、社会の活力です。 

ゆえに、山梨では「子育て」を決して孤立させません。孤独にさせません。 

⚫ 結婚から出産、育児。それぞれのきっかけはすべてが異なります。 

その異なりを受け止めたうえで、行政やサービスが寄り添える、育てかたと個

性の異なりに適ったものを提案していく。メニューの豊富さに加えて、育児そ

のものの個性も大切にしていきます。それが、育児を孤立させない、行政が寄

り添うサービスのかたちであるべきです。 

⚫ 家庭、親御さん、お子さんの個性に「寄り添う視点」、山梨だからできる育児

はそこから始まります。 
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県民運動のさらなる活性化により、団体・企業の子育て支援の一層の充実と

県民への浸透を図り、「子育てフレンドリー社会」の実現を目指します。 

・ 産後の母親、幼い子どもを持つ一人親などが、一時的に育児から離れリフレ

ッシュできるよう宿泊施設等を活用したレスパイト・ケア・サービスを充実

させます。 

・ 産休・育休中などの期間において、一時的に子どもを保育園等に預けること

ができるサービスについて検討を行います。 

・ 出張保育士（ベビーシッター）の養成に取り組みます。 

・ レスパイトケアやベビーシッターの利用を促進するため、必要な支援を行い

ます。 

・ 低出生体重児や医療的ケア児をもつ家庭への支援を充実し、子育てに対する

不安の解消を図ります。 

⚫ 保育サービスの充実 

・ 保育士・保育所支援センターの一層の充実を図ることなどを通じて、年度初

めに限定されず、何時でも希望する保育所に子どもを預けることができる

「待機児童ゼロ・セカンドステージ」の実現を図るとともに、保育士の働き

方改革や医療的ケア児などの要支援児童の入所を支援します。 

・ 保育の質のさらなる向上を図る観点から、保育士一人当たりが保育する子ど

もの人数を抜本的に軽減するため必要となる支援に取り組みます。 

・ 保護者と保育士の負担軽減のため、「手ぶら保育※」の導入を促進します。 

※ 手ぶら保育＝主食の提供、午睡用布団のレンタル、おむつ持ち帰りの廃止 

・ 健やかで心豊かな子どもを育むため、リニューアルオープンする愛宕山こど

もの国を一大拠点として、自然保育の導入を促進します。 

・ 外国籍の子どもの受入れを積極的に支援し、幼少期から国際感覚を身に着け

る保育を促進します。 

⚫ すべての子どもが安らか・健やかに育つ環境を整備 

・ 山梨県立大学に全国初の児童福祉専門課程の大学院を設置し、児童ソーシャ

ルワーカーの知識や虐待対応など現場技術の向上を図ります。 

・ 虐待の早期発見・早期対応に向け、市町村・児童相談所・警察など関係機関

との連携をさらに強化し、児童虐待根絶に全力で取り組みます。 
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・ 一人でも多くの子どもの命を不慮の事故等から守るため、全国に先駆けて取

り組んでいるチャイルド・デス・レビューの社会実装を進めます。 

・ 放課後等における子どもの安全な居場所を確保し、そこで過ごす子どもの時

間が充実したものとなるよう支援します。 

・ 児童養護施設等においても、できるだけ良好な家庭的環境で育てることがで

きるよう、小規模かつ地域分散化された養育環境の整備を支援します。 

・ 進学を希望する里子の卒業までの措置延長及びこれに伴う里親への費用面を

含む生活支援の充実を図ります。 

・ ヤングケアラーとその家族の意思を尊重しながら、様々な面からサポートで

きる体制づくりを行い、切れ目のない重層的な支援を構築します。 
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約束７ 安全・安心、快適なまちづくり 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 地域づくり交流センターを創発の場とした地域貢献活動の活性化とソーシャル

ビジネスの創出を促進し、具体的な地域課題の解決に直結するよう支援します。 

⚫ デジタルを活用した課題解決型学習の一環として、若年層がまちづくり活動や

地域の課題解決その他の公益的活動に参画することを促進・支援し、将来の地

域リーダーを育む取り組みを推進します。 

⚫ 緑があふれ、潤いと品格がある地域の景観づくりを進めるため、それぞれの地

域が主体となって行う取り組みを支援する仕組みを構築するとともに、複数の

一定区域において、県としてモデル事業を実施し、県内全体の景観づくりに対

する機運の醸成を図ります。 

⚫ インターネット上の誹謗中傷などのトラブルを未然に防ぐ情報モラルやＩＣＴ

リテラシーの向上を促進するとともに、被害に遭った方の権利利益の保護・救

済の仕組みづくりに取り組みます。 

⚫ 犯罪被害者とその家族に寄り添い、令和４年に制定した支援条例に基づき物的・

精神的被害の回復と軽減、生活の再建と人権の保護に取り組みます。 

⚫ 救急車の適正利用と救急医療機関の受診適正化を図るため、救急出動の必要性

や受診の緊急性について電話等による相談を行うことができるシステムや必要

に応じてオンラインによる夜間診療に接続するシステムの導入に取り組みます。 

⚫ 「動物殺処分ゼロ」実現に向け、引き続き猫の不妊・去勢手術への大胆な助成

を維持するとともに、犬猫の「迷子札」マイクロチップの普及を促進します。 

【基本的な考え方】 

⚫ 地域があって、人がある。コミュニティによって育てられ、守られる山梨であ

りたい。 

⚫ 防犯・防災に加え、インターネット社会における新しい不安ともいえる「顔の

見えない侵害行為」からも、山梨県民を守っていきます。 

⚫ そのためにも、「顔の見える距離」、すなわちコミュニティはこれからさらに大

切になります。また、一様ではない多様なコミュニティがあってこそ、心の受

け皿は多くなります。まちづくりの第一歩は「コミュニティづくり」から。 
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⚫  

⚫  

約束８ 海と空に開かれた「開の国」交通ネットワークの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．リニア中央新幹線の開業に向けて 

⚫ リニア開業効果を県全域に波及させるため、リニア山梨県駅周辺に広域的な交

通結節機能を構築します。 

⚫ リニア山梨県駅と身延線小井川駅について、シャトルバスにより定時性が確保

された形で連結すべく検討を進めます。 

⚫ リニア中央新幹線の開業を見据え、陸路と空路が交接するプラットフォームの

創出に向けた空港開設の可能性について有識者を交えた検討を進めます。 

⚫ 新たな道路整備に加え、新しい交通輸送技術の活用も視野に入れ、リニア山梨

県駅と富士北麓地域を有機的に連結して新たな人流をつくり出す交通体系将来

構想の検討を進めます。 

⚫ 甲府市が主導して行うリニア山梨県駅南側の都市整備構想について、県として

市と連携し、最大限の支援を行います。同駅から米倉山水素技術センターの間

の道路整備など同駅へのアクセス道路の整備を行います。 

２．地域内公共交通の確保 

⚫ 県内における移動利便性を高めるため、次世代モビリティや MaaS その他技術

革新の成果も取り入れながら、総合的な公共交通の在り方や公共交通のすき間

をつなぐシームレスな移動手段の確保の在り方を検討し、構築に取り組みます。 

【基本的な考え方】 

⚫ 社会におけるあらゆる可能性を取り込む「開の国」の理念のもとで、ヒト、モ

ノ、コトの移動と流通は欠かすことのできない「基礎代謝」です。 

⚫ また、交通と流通、人流に開かれた地域は、同時に「つながれた地域」として

成立することで、その機能を増すことができます。 

⚫ 開の国において、交通インフラは機能ネットワークとしての意味を増し、地域

の基礎体力が増強されていきます。 

Ⅱ 「開の国」プロジェクト 
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⚫ 富士五湖地域をモデルとして、地域内の移動・交通を、電気や水素を駆動力と

する環境に優しい移動・交通手段「グリーン・モビリティ」へとシフトする取

り組みを進めます。 

・ 富士山登山鉄道構想の推進 

・ 電気自動車の普及促進 

・ 水素自動車の導入・普及推進による水素社会の先進的コミュニティ構築 

⚫ リニアによる時間短縮のメリットが最大限に発揮され、山梨を起点とした付加

価値活動が高水準で行われるよう、空飛ぶクルマ、自動運転などの新技術の活

用による移動ストレスの極小化に資する研究を進めます。 

また、こうした技術を、免許を返納した高齢者をはじめ県民誰もが気軽に利用

できるようなシェアリングサービスの在り方についても研究を進めます。 

 

３．広域道路ネットワークの整備 

⚫ 中部横断自動車道北部区間（長坂・八千穂間）の早期事業化の促進 

・ 中部横断自動車道の山梨・静岡間の開通により、山梨県は海（清水港）と空

（富士山静岡空港）に大きく開かれました。 

残る北部区間（長坂から八千穂）の開通の早期実現に向けて取り組みます。 

⚫ 新山梨環状道路（北部区間）の事業化実現と周辺生活道路の整備促進 

・ 北部区間全線の早期事業化の実現を最優先に据え、国に対して有料道路制度

の下での事業化を求めていきます。 

・ その際、地域住民の生活の利便を損なうことがないよう、事業実施に伴う県

負担の軽減分差額の活用などにより、沿線地域住民を対象とした実質無料化

措置や周辺生活道路の利便性向上のための整備を行います。 

・ 北部区間の開通効果を最大化する観点から、同区間整備と併せ、県道天神平

甲府線、県道甲府山梨線（武田通り）、県道島上条宮久保絵見堂線、県道敷島

竜王線、茅ヶ岳東部広域農道等の関連道路の整備を検討します。 

⚫ 事業化された整備路線の一日も早い完成を目指します。 

・ 国道１３７号の新たな御坂トンネルの早期着工 

・ 早川・芦安間のトンネルを含む連絡道路の整備促進 
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・ 新山梨環状道路（東部区間）の早期完成 

・ 中央自動車道小仏トンネル付近の渋滞対策の促進 

・ 中央自動車道甲府中央スマートＩＣ（仮称）の整備促進 

・ 国道 139号上和田バイパスの整備促進 

・ 国道 411号一之瀬高橋 2期バイパスの整備促進 

 

４．地域道路ネットワークの充実 

⚫ 良好な物流環境を確保して企業誘致を促進するため、企業のニーズに即した道

路の拡幅整備や線形改良などを迅速に実施するための「物流環境整備促進基金

（仮称）」を創設します。 

⚫ 市町村による道路整備・メンテナンス事業を促進するため、市町村における専

門人材育成や技術力向上に対して積極的に支援を行います。 

⚫ 事業化・整備に向けた検討の加速・促進  

・ 地域間道路ネットワーク強化のための都留道志線・新道坂トンネルの整備 

・ 甲府市内遠光寺北交差点などの渋滞箇所の解消 

・ 釜無川両岸（南アルプス市・中央市・昭和町）のまちづくりに資する新たな橋梁

の整備 

・ 県道敷島竜王線の災害防除未整備個所の早期整備 

・ 地域拠点へのアクセスを向上させる日野春停車場線・鯨バイパスの整備 

・ 小荒間長坂停車場線・JA 梨北小泉支所前の変則交差点の解消 

・ 県道箕輪須玉線、清里須玉線、茅野北杜韮崎線、駒ケ岳公園線、横手日野春停

車場線などの安全確保のための拡幅等の必要な整備 

・ 国道２０号と笛吹八代 SIC を結ぶアクセス道路の整備 

・ 環状道路と笛吹八代 SIC の連携強化のための甲府笛吹線・蛍見橋の架け替え

整備 

・ 市街地活性化のための白井甲州線のバイパス（塩山駅下於曽線）の整備 

・ 西関東連絡道路岩手インター・アクセスの整備 
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・ 県際道路の強靭化のための国道１４０号・三富バイパスの整備 

・ 山梨市街地とのアクセス強化のための国道４１１号・日川橋の架け替え整備 

・ 国道５２号と六郷 IC を結ぶ新たなアクセス道路の整備 

・ 狭隘区間を解消する笛吹市川三郷線（三帳バイパス）の整備 

・ 通学路の危険を解消する市川三郷富士川線など（市川本町通線、大門桃林線、

役場前線）の整備 

・ 観光活性化に資する県道高下鰍沢線の拡幅 

・ 富士山を囲む周遊ルートとなる国道 300 号（中之倉バイパス）の整備 

・ 富沢 IC へのアクセス強化のための井出停車場線・富栄橋の架け替え整備 

・ 広域的な道路ネットワークの強化のための国道 139 号・畑倉バイパスの整備 

・ 県道上野原丹波山線・今川峠へのトンネル整備、沢渡の橋梁整備 

・ 国道 139 号の渋滞対策を図る富士吉田西桂線の南進区間の整備 

・ 国道 139 号の渋滞解消を図る西桂～都留間の中央道側道を活用したネットワ

ーク整備 

・ 談合坂 SIC へのアクセス向上に資する野田尻四方津線の整備 

・ 富士五湖の観光需要に対応した河口湖精進線（西湖北岸）の整備 

・ その他、地域の要望を踏まえた道路整備 
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約束９ 「自然首都圏」創出のための基盤整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 富士五湖地域において、令和４年に設立した「富士五湖自然首都圏フォーラム」

を核として、国内最高の観光リゾート地と最先端の首都圏機能を融合させた世

界に類を見ない先進的地域「富士五湖自然首都圏」を創出すべく取り組みます。 

・ 首都圏から富士五湖地域への移動・交通や、地域内での移動・交通をすべて

環境にやさしく自然景観と調和した交通手段にシフトしていく「富士五湖グ

リーンモビリティ」を推進します。 

・ 景色・レジャー・食を楽しむことに加えて、最高の芸術や音楽を楽しめる

場、また、若手アーティストが集い、創作し、世界に飛躍する場「アートシ

ティ富士五湖」へと進化させるべく取り組みます。 

・ 学問・芸術・文化・スポーツの中心的な場「富士五湖アカデメイア」として

国際会議場、周辺宿泊施設、国際的大学などの教育機関、企業の研修施設な

どの整備・誘致を推進し、最高の自然の中で次世代の人材育成が活発に行わ

れる地域へと進化させるべく取り組みます。 

・ 地域の国際的なプレゼンスをさらに高めるべく、海外の都市・企業・大学・

研究機関などとの連携を推進するとともに戦略的な情報発信を進めます。 

⚫ 転入増加の流れを維持・加速するため、首都圏居住者のライフスタイル・ワー

クスタイル多様化ニーズの大きな受け皿となるべく移住・二拠点居住の環境整

備の取り組みを進めます。 

⚫ 市町村や民間事業者との連携のもと、転入後の地域との円滑な関係づくりのサ

ポートなど移住・二拠点居住者のＱＯＬのさらなる向上に取り組みます。 

⚫ 本格的な移住の前の二拠点居住、ワーケーションについて、企業・団体と提携

【基本的な考え方】 

⚫ 山梨県は、隣接する東京圏の人や企業にとって、恵まれた自然の中で「価値あ

る時間を過ごせる生活圏」になりうると同時に、リモートワークの普及浸透で

「価値を創り出せる経済圏」にもなれる可能性を有しています。 

⚫ そこで、これらが融合され、新たなワーク＆ライフスタイルの希望がかなう「自

然首都圏」として認知されることによって、域外からの人・物・知識が活発に

往来・循環・交流し、絶えず新たな価値が創造されていくような状態を創りだ

していきたいと考えています。 
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した戦略的な取り組みをさらに強力に展開します。 

・ 首都圏企業との協働・提携により、企業の新しい働き方の受け皿として、山

梨におけるワーケーションの促進や副業・複業の機会提供を行います。 

・ 実証実験の支援によるスタートアップ企業のコミュニティの誘致を進めます。 

⚫ 市町村との協働により、移住者や二拠点居住者が地元で円滑に生活できるよう

地域住民との人間関係の橋渡しを行う「移住コンシェルジュ」の育成を進め、

各転入者とのきめ細かなマッチングに基づき支援を提供します。 

⚫ 二拠点居住やワーケーションで山梨を訪れる人のニーズ把握に基づき、より魅

力的な環境づくりを進めます。 

・ 県内で二拠点居住サービスを提供する民間事業者との連携によるニーズ調査

の結果を踏まえて、より満足度の高い環境整備を行います。 

・ 二拠点居住を行っている文化人や若手起業家などと地域住民との交流機会を

充実させるとともに、効果的なＰＲを通じこうした人材をさらに呼び込むこ

とで、質の高い生活環境を実現させます。 

⚫ 「子どもの山村留学」に伴う親のワーケーション・二拠点居住の推進 

・ 地元市町村と協働し、本県の豊かで恵まれた自然や教育環境を資源として、

山村留学など子どもの教育をきっかけとしたワーケーション・二拠点居住を

支援します。 

・ 山間部などの地域における特色ある教育（例：イエナプラン教育など子ども主体

の授業への取り組み、不登校・引きこもりの子どもの支援など）を県として支援し、

魅力ある教育の実現を通じた二拠点居住を推進します。 

⚫ 良好な住宅ストックの整備 

・ 移住や二拠点居住の受入れのため、民間事業者が空き家を有効利用する「空

き家活用ビジネス」を促進します。 

・ 市町村や民間企業が居住空間１００㎡以上の良好な住宅ストックを整備（既

存空家屋の改修を含む）する事業に対して助成や金融支援を行います。 

⚫ 首都圏企業のＢＣＰの受け皿に適した「防災バックアップやまなし」の価値を

積極的に発信・訴求し、首都圏企業の本社機能等の分散化ニーズを掘り起こし

て本県への誘致を推進します。 
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⚫ テレワークに意欲的な東京圏の企業を対象に、本県ゆかりの学生との就職マッ

チングを推進することで、就職を機に若者が本県から離れる状況に歯止めをか

けるとともに、質の高い「ワーク・イン・ライフ」を実現させます。 

⚫ デジタル技術を活用して関係人口（「デジタル県民」）を拡大し、その力を地域

づくりに取り込みます 

・ ＮＦＴなど最新のデジタル技術を活用し、二拠点居住者など山梨県に継続的

にかかわる方々に「デジタル県民トークン」を配布し、この「デジタル県民」

の声を地域づくりに広く反映させるような仕組みを検討します。 

・ 併せて、リアルの地域社会への関わりを促し、デジタル＋リアルの相互作用

による新しい地域づくりのモデルを目指します。 
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約束１０ 「上質な空間」づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 新・地球温暖化対策実行計画に基づき、２０３０年度までに温室効果ガス排出

量を２０１３年度比で４６％以上削減することを目指し、県庁が率先して行動

するとともに県民・事業者の行動変容を促します。 

⚫ 令和４年１月に全面施行した太陽光発電施設適正化条例の適正運用のほか、太

陽光パネルの大量廃棄時代の到来を見据えた適正処理の在り方を検討し、太陽

光発電のプロセス全体が環境と調和したものとなるよう取り組みます。 

⚫ かつて清らかな水を湛えていた山梨の川や湖を取り戻す取り組みを進めます。  

・ 下流域の都県との連携・協力に基づく河川流域全体の水環境の保全 

・ 湖沼に堆積した汚泥除去の検討 

 

 

⚫ 盛土や産廃不適正処理などの問題事象に対応するため・生活環境保全のための

新たな条例を制定するとともに、適正な活動へ誘導する施策の導入など、トー

タルな生活環境保全策を構築します。 

⚫ 社会経済状況の変化や環境保全技術の進化を踏まえ、ゴルフ場開発に関する規

制について、自然・環境保全が確保される限りにおいて、地域振興の観点から

運用の合理化を検討します。 

⚫ 世界文化遺産・富士山の普遍的な価値と環境維持を図るため、富士山登山鉄道

構想も含め、「我が国を象徴する唯一無二の上質な空間」としての富士山北麓の

在り方について幅広く議論を深めます。 

【基本的な考え方】 

⚫ 環境を守りぬく。山梨にあってはその姿勢は受け身ではなく、積極果敢なもの

であるべきです。 

⚫ 社会経済活動が多角化するなか、今あるものをただ「とどめ置く」だけでは、

環境という「地域と住民の利益」を守りぬくことさえ難しくなってしまいます。 

⚫ 今を守ることに加え、よりよい環境はどうあるべきか、そのためには何をなす

べきか。天然・自然というかけがえのない価値を社会活動のなかで「創ってい

く」。そこを調和の前進過程ととらえ、その先に「上質な空間」を構築してい

きます。 
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約束１１ 共生社会化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．男女共同参画・女性活躍の推進 

⚫ 「男女共同参画先進県」の実現に向け、ジェンダーギャップ（性差による障壁）

を解消し、自覚する性差にとらわれずに一人ひとりが活躍できる社会の実現を

目指します。 

⚫ 『やまなしアファーマティブ・アクション』の施策推進体系の構築 

・ 多様性社会の実現に向けた理念・方向性を定めた「憲章」を制定し、特にジ

ェンダーギャップ解消に積極的に取り組みます。 

・ 「教育」「就労」「地域」の三つの側面について、「選択自由度の最大化」と

「参画障壁の最小化」を目指して、必要な施策体系・体制等を整備します。 

・ 県内の社会参画障壁事案の苦情・通報の受付、調査・調整、対応を関係機関

と連携して一元的に取り扱う機関（ジェンダーギャップ解消実現の推進オフ

ィス）の設置を検討します。 

また、悪質な社会参画障壁事例についてその内容や件数を公表する仕組みの

導入を併せて検討します。 

・ 有識者による多様性社会実現の検討会（やまなしアファーマティブ・アクシ

ョン地域委員会（仮称））の設置を検討します。 

この検討会では、「教育」「就労」「地域」のそれぞれにおいて、県内各地の地

域特性に対応しながら「選択自由度の最大化」と「参加障壁の最小化」を着

実かつ段階的に実現していくためのステップアッププランの策定と実行の検

証・評価を行います。これにより、県内各地域における多様性社会実現の進

捗度合いを「見える化」します。 

【基本的な考え方】 

⚫ 不安定で変化の激しい現在は、過去からの延長線上では語れない時代です。 

⚫ そのような中で豊かさを実現していくためには、山梨という地域が互いを尊

重し、多種多様な人材が切磋琢磨して、「集合知」を発揮し、絶えずイノベー

ションを起こして成長し続けられる場所へと進化していくことが必要です。 

⚫ 年齢・性別・国籍・障害の有無など、その違いは個性の違いでしかなく、その

多様なそれぞれの活躍があってこそ、豊かさの実現が可能となります。 

⚫ 誰もが自分らしく活躍できる「共生社会」の実現は豊かさへの「道しるべ」で

あり必要条件であると考え、積極的に取り組みを進めます。 
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⚫ 多様な主体との連携・協働による男女共同参画の推進 

・ 地域で男女共同参画に取り組んでいる諸団体と緊密に連携し、その連帯のも

と、担い手となる方々の主体的な参画を得ながら施策を推進します。 

・ 「交流サロン」等の機会を設けて県民や関係団体の皆様と定期的に情報交換

を行い、双方向の交流により行政だけでは気づかない視点や視野を確保し、

それを施策に反映していきます。 

⚫ 男女共同参画推進センターの充実 

・ ジェンダーギャップ解消を目指し、多様な主体との連携・協働を深める「人

的なネットワークのハブ機能」として、「ぴゅあ総合」をはじめとする３つ

の男女共同参画推進センター施設の整備・充実を図り、そこにおける多様な

主体の自主的活動を促進します。 

・ テレワークなどの多様な働き方や自分の時間を大切にするライフスタイルの

普及に対応し、各々の都合に合わせ、いつでも、どこでも、だれでも相談や

学習ができる、ハンディキャップが生じない受益環境づくりをＩＣＴ活用に

よって進めます。 

⚫ 県庁における女性管理職の登用 

・ 山梨県庁が率先して能力と意欲のある女性職員の登用を積極的に進めること

とし、「４つのステップ」により管理職に占める女性の割合を段階的に増やし

ます。 

《４つのステップ》 

① 管理職になりたい女性職員の比率を増やします。 

② 女性管理職の比率を全職員に占める女性の比率と同程度に増やします。 

③ 女性職員の絶対数を増やします。 

④ 最終的に女性管理職の割合「５割」を目指します。 

⚫ アンコンシャス・バイアス解消に向けた取り組みの推進 

・ 自分自身は気づいていない「ものの見方やとらえ方の歪みや偏り」を解消し、

多様性を認め合えるよう、専門的知見（「知る」「気づく」「対処する」）を踏

まえた啓発・研修に取り組みます。 

・ 地域ごとに「アンコンシャス・バイアス解消推進委員」を委嘱し、積極的に

研修に取り組みます。 
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・ 「アンコンシャス・バイアス解消促進月間（週間）」を設定し、県民一人ひ

とりが客観的に自分を見つめる機会を創出することで、思い込みや決めつけ

に起因する言動がないかを、自身のみならず周囲を巻き込みながら問い直す

姿勢を醸成していきます。 

２．年齢、障がいの有無、性的指向・性自認の多様性尊重 

⚫ アクティブシニアが仕事で活躍し社会貢献活動をリードする「輝けるシニア社

会」の実現に向け、シニア世代の働く希望を叶える環境づくりや、ボランティ

ア・生涯学習・半農半Ｘなどセカンドステージの活動を支援します。 

⚫ 障害のある人が持てる能力・個性を発揮して経済的自立を果たせるよう、抜本

的な所得向上の実現に取り組みます。［再掲］ 

・ 障害者就労支援施設（障害福祉サービス）で働く障害のある方の所得向上を

図るため、産福連携や農福連携を一層推進していきます。 

・ 工賃向上に向け産福連携を促進するため、事業所の工賃向上に貢献（仕事の

発注等）する企業に対する支援やインセンティブの充実を図ります。 

・ 移動手段に制約がある方などを対象に、地域の小規模事業者などによる障が

い者雇用への支援制度を構築し、身近な地域における働く場の確保に取り組

みます。 

⚫ 性的指向及び性自認を理由とする偏見・差別を解消するため、啓発活動や教育

活動を推進します。 

また、パートナーシップ制度について、導入済み自治体との連携を含め制度活

用者の視点に立って導入を検討します。 

３．外国人も同じ社会の一員として包摂される温かい社会づくり 

⚫ 外国籍の住民が「第二のふるさと」として、自己肯定感をもって不安なく生活・

活躍できる多文化共生社会づくりに向け当事者への支援と社会環境の整備を進

めます。 

⚫ 外国人技能実習生に係る労働環境の適正化を厳に図るとともに、実習生が自分

らしさを発揮できる人間関係づくりを促進し、地域に円滑に溶け込めるよう支

援します。 
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⚫ 「日本語教育推進県やまなし」の旗印のもと、入国後の基礎日本語教育や地域

日本語教育を実施し、外国籍の児童や住民、実習生や留学生が学習や生活に必

要とする日本語の習得を支援します。 

⚫ 外国人住民が生活に必要な情報を容易に入手できるよう、ＳＮＳを活用した効

果的な情報提供手段の確立を図るとともに、市町村や国の機関とも連携して、

行政情報の速やかな多言語提供を推進します。 

⚫ 多文化ソーシャルワーカーや外国人地域生活サポーターを育成し、全てのライ

フステージにおける外国人支援が可能となる体制を整備します。 

⚫ 保育所や補習教室などに、外国にルーツを持つ子どもたちが地域とつながるこ

とのできる居場所づくりを促進します。 

⚫ お祭りなど地域の行事への外国人住民の積極的参加を促し、すべての人が自分

らしさを発揮できる人間関係づくりを進めます。 

⚫ 相互に違いを受け入れ、足りないところを互いに補い合える地域社会を形成す

るため、自他尊重や共生の精神を醸成します。 
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約束１２ 教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 少人数教育の推進 

・ 公立学校における少人数教育の導入は、家庭環境などその子が置かれた状況

にかかわらず、すべての山梨の子どもがそれぞれの可能性を拓くための基盤

を提供するものです。 

・ 小学１年生・２年生に導入してきた「２５人学級」について、財源確保に注

力しながら小学３年生以上への段階的・計画的な導入拡大に取り組みます。 

また、学校の判断によりアクティブ・クラスを採用する場合には、１クラス

完全２名の教師を配置するよう取り組みます。 

・ ２５人学級導入の影響が及ばない市町村が行う、地域の強みを生かした特色

ある教育活動に対する支援を抜本的に強化し、魅力ある教育と地域づくりの

実現を支援します。 

⚫ ＩＣＴを活用した教育の一層の推進 

・ ＩＣＴの活用により、一人ひとりの児童生徒の最適な学びに直結していくよ

う、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を含めた、学校教育におけるＩＣＴの実

践力を強化します。 

・ 変化の激しい時代を生き抜く実践的な力を養うため、ＩＣＴを活用しなが

ら、ＳＴＥＡＭ教育※やＰＢＬ※といった課題解決型の探求的な学びの機会

の充実を図ります。 

※ STEAM教育＝Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics の分野横断型

教育 

※ PBL＝Problem Based Learning：課題解決型学習 

【基本的な考え方】 

⚫ 教育は山梨の未来を創り、地域・社会を創ります。 

⚫ そのための過去４年間の進捗を、もっと前へ進めなければなりません。 

どのような境遇や経済状況でも、山梨にあっては誰一人取り残されることな

く希望と夢に邁進できる。そんなふるさとの地であって欲しい。 

その願いを、充実した教育環境の実現に込めていきます。 

⚫ 山梨の教育こそが、日本が誇る教育環境になる。 

その先頭を、すでに山梨は走り出しています。 
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・ 民間企業とも連携しながら、最新のノウハウを導入し、高等学校における情

報教育の飛躍的充実を図ります。［再掲］ 

⚫ 子ども主体の授業への転換 

・ 教員による一斉授業中心の授業から、ＩＣＴを活用しながら、子ども同士が

教えあったり、理解度に応じて自分のペースで学んだりする、子どもが主体

となる授業への転換を目指して取り組みを進めます。 

・ 教員が週や単元の始めに課題を提示し、子どもは自分で学習計画を立てて見

通しを持ちながら、自分に合った方法で学びを進めるといった新たな教育の

実現に向けて、市町村と協力しながら取り組みを進めます。 

⚫ 次代の共生社会を担う子どもたちが多彩な背景を有する国内外の人々と出会い、

多様な価値観に触れ、将来の挑戦・活躍へのモチベーションを高められる取り

組みを進めます。 

・ 小中学生の実践的な国際理解教育を充実させるため、国際教育プログラムを

実施する国際的な団体の活動を誘致します。 

・ 中高生を対象にした合宿形式による海外の姉妹都市との青少年交流を実施し

ます。 

・ 企業の副業人材やスタートアップ起業家などを講師としたアントレプレナー

教育やキャリア教育を充実します。 

⚫ 教員が意欲を持って働き続けられる環境の整備 

・ 教員が子どもに向き合う時間を確保し、子どもに教えるという教師本来の仕

事に集中できるようにするため、部活動改革やＩＣＴの活用による教員の負

担軽減など、教員の働き方改革を推進します。 

・ 地方公務員の定年が段階的に６５歳にまで延長されることに伴い、定年年齢

引き上げ後も教員が高いモチベーションを維持しながら、これまでの経験を

生かした働き方を選択できるよう、教員一人ひとりのキャリアプランをしっ

かりと支援します。 

・ 臨時的任用教員の処遇改善を図り、臨時的任用教員が安心して働くことがで

きる環境を整えます。  

⚫ 大学への進学に意欲があるものの、経済的な理由により諦めざるを得ない生活

困窮世帯の子ども達の大学進学率を抜本的に引き上げ、貧困の連鎖を阻止する
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ための取り組みを強化します。 

・ 学校において早い段階から進路希望や学習状況の実態把握を行い、一人ひと

りに応じた丁寧なサポートを充実させます。 

・ 学校や学校外の学びの場における学習支援を強化します。 

・ 大学進学を希望する高校３年生に対する給付型奨学金の創設（受験勉強中の

アルバイト収入の減少を補填）や親元を離れ勉学に勤しむ高校生に対する下

宿代等の支援を行います。 

・ 大学進学予備校の受講料や教材費を助成します。 

⚫ 不登校児童生徒を減らしていくため、少人数教育の推進に加え、教員の体系的

理解の深化と対応力向上のための啓発・研修など不登校が起こらない教育環境

の充実を図ります。 

⚫ 町村と連携して、民間企業のノウハウも積極的に取り入れながら、山梨の豊か

な自然をフィールドとした短期間または長期間にわたる山村留学を支援し、山

梨の地域の教育力と魅力の向上を図ります。 

⚫ 県教育委員会、市町村教育委員会、公立学校の管理職や教育現場を知悉する教

職員の代表、私立学校の代表による「やまなし教育会議（仮称）」を開催し、こ

れからの山梨の教育について考えるオール山梨体制を築きます。 
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約束１３ 困難からの脱却・再挑戦に開かれた社会づくり 

１．不登校児童生徒への支援 

⚫ 不登校児童生徒が自己肯定感を高く持って自身の成長を追求していけるよう、

「居場所」の確保や学習支援・社会性の育成の充実を図ります。 

⚫ また、不登校児童生徒の実態に配慮した教育を行う不登校特例校の導入を検討

します。 

⚫ 不登校児童生徒の「高校で学びたい」という志を応援する柔軟な制度への見直

し（入試制度改革など）を検討していきます。 

２．地域の教育力を生かした不登校等の子ども・保護者の支援 

⚫ 地元市町村と協働し、本県の豊かで恵まれた自然や教育環境を資源として、山

村留学など子どもの教育をきっかけとしたワーケーション・二拠点居住を支援

します。［再掲］ 

⚫ 山間部などの地域における特色ある教育（例：イエナプラン教育など子ども主体の授

業への取り組み、不登校・引きこもりの子どもの支援など）を県として支援し、魅力あ

る教育の実現を通じた二拠点居住を推進します。［再掲］ 

３．ひきこもり総合対策［再掲］ 

⚫ ひきこもりの状態にある方やそのご家族に寄り添い、ひきこもり対策に取り組

む団体への支援や質の高い対人援助を提供できる人材の育成など、社会とのつ

ながりを回復していただくための取り組みを丁寧に行います。 

⚫ 学校に行きたくても行けない子どもの実態把握のための調査を踏まえ、民間フ

リースクールに対する支援を強化するとともに、公設フリースクールの必要性

についても検討していきます。 

⚫ ひきこもり当事者が持つ能力を活かせる社会参加を促進するため、個々の能力

を発揮して働くことができる受入先の掘り起こしなど、社会環境の整備に取り

組みます。 
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４．依存症からの脱却の支援［再掲］ 

⚫ ギャンブルなどへの依存症からの立ち直りを目指す人を地域で支え、励ますた

め、民間団体の取り組みを支援し市町村や企業などとワンチームで対応します。 

⚫ 若年層で深刻化するネット依存・ゲーム障害への効果的な対策を民間企業との

協働により検討し、実行に移します。 

⚫ 各種依存症に関する正しい理解を促進するため、特に若年層を中心的な対象と

して依存症の予防に向けた普及啓発を進めます。 

⚫ 依存症についての早期発見・早期介入を実現するため、医療職だけでなく、警

察、消防、教員、民生委員など県民生活に関わる者の依存症対応力を向上させ

るとともに、関係機関との連携体制の構築を推進します。 

⚫ 依存症が多様化する中、身近な地域で適切な医療が受けられるよう、治療拠点

の拡充や依存症に対応する人材の育成など医療提供体制を整備します。 

５．学習支援による貧困の連鎖からの脱却支援 

⚫ 大学への進学に意欲があるものの、経済的な理由により諦めざるを得ない生活

困窮世帯の子ども達の大学進学率を抜本的に引き上げ、貧困の連鎖を阻止する

ための取り組みを強化します。［再掲］ 

・ 学校において早い段階から進路希望や学習状況の実態把握を行い、一人ひと

りに応じた丁寧なサポートを充実させます。 

・ 学校や学校外の学びの場における学習支援を強化します。 

・ 大学進学を希望する高校３年生に対する給付型奨学金の創設（受験勉強中の

アルバイト収入の減少を補填）や親元を離れ勉学に勤しむ高校生に対する下

宿代等の支援を行います。 

・ 大学進学予備校の受講料や教材費を助成します。 

 

 

 

 

 

 



44 

 

約束１４ 地域経済の収益力向上 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１．「医療立県やまなし」のさらなる推進 

⚫ これまで医療機器への部品・材料供給支援を主軸として成果を上げつつある医

療機器関連産業への参入促進・取引拡大について、「メディカル・デバイス・コ

リドー構想２．０」として面的・質的に深化させます。 

・ グローバル・サプライチェーンへの参入に取り組みます。 

・ 予防医療・健康維持に対する需要の高まりを受け、支援対象を衛生用品や健

康食品などのヘルスケア産業全般に拡大します。 

・ デジタルヘルスの需要拡大を見据え、治療用アプリケーションなどのプログ

ラム医療機器の開発に向け、関連企業の参入を促します。 

・ 電子版かかりつけ連携手帳等を基盤としたデータ医療の基盤構築に取り組み

ます。 

２．水素・燃料電池産業の基幹産業化に向けて 

⚫ 水素・燃料電池技術を将来の基幹産業とすることを目標として、技術開発企業

の集積（誘致、育成）、人材育成、周辺関連産業の育成を通じて、水素・燃料電

池技術に関する世界的レベルのイノベーション拠点の形成を図ります。 

・ 米倉山を中心とした水素・燃料電池バレーの形成 

「研究開発ヴィレッジ」を質的・規模的に拡張し、水素・燃料電池関連技術

のイノベーション拠点化を進めます。 

⚫ 水素・燃料電池技術の社会実装を進めていく上で必要・有益となる国の規制改

革に対する働きかけについて、先導的自治体としての役割を果たします。 

【基本的な考え方】 

⚫ これまでの４年間、人びとが将来の見通しに確信と安心を持てる社会を構築

するため、地域経済に２０年、３０年先まで豊かさをもたらし続けるような

安定して成長する「経済体質」の獲得に取り組んできました。 

⚫ これからの４年間は、その取り組みをさらに進め、山梨経済の各分野が、海

外からも「グローバル・リーディングプレーヤー」として認知され、存在感

を高め、より巨大な市場からより大きな利益を安定的に得られる経済体質の

獲得を目指していきます。 
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⚫ わが国のトップランナーとなった「やまなしＰ２Ｇシステム」の中核を担うや

まなしハイドロジェンカンパニーについて、激しさを増す国際競争に打ち勝つ

ための経営力を獲得すべく必要な措置を大胆に講じます。 

⚫ 多様な場面での活用を可能とする技術開発（システムの大容量化や小規模パッ

ケージ化など）を進め、国内外へのシステムの普及を図ります。 

将来的には、中東産油国などの再生可能エネルギー産出国との協働により、や

まなしＰ２Ｇシステムを活用したグリーン水素の日本国内への供給システムの

構築を目指します。 

３．スタートアップ支援 

⚫ 山梨発スタートアップの育成や県外からのスタートアップ誘致・定着に向け、

実証実験のハンズオン支援から事業化に至るまで、段階ごとにきめ細かく支援

を提供します。 

⚫ 国内外から事業家や社会起業家などが活発に往来する「実証実験フィールドの

全国的拠点化」を更に進めるため、「テストベッドの聖地やまなし」のブランド

プロモーションを展開するとともに、実証実験のハンズオン支援と、山梨を舞

台とした社会実装への積極支援を行います。 

⚫ 起業・創業環境の充実を図るため、新たなインキュベーション施設の整備を進

めます。 

⚫ ワイヤレス電力伝送技術など未来の生活や社会を担いうる可能性豊かな「山梨

発 新技術」の確立を積極的に支援し、産業育成を進めます。 

⚫ 若者をひきつける多彩で魅力ある産業の集積に向け、立地企業の業種の多様化

を図るとともに、高付加価値企業をターゲットとした戦略的な企業誘致に取り

組みます。 

⚫ 成長に時間を要するスタートアップへの資金供給を呼び込むため、県企業局が

保有している過去の利益剰余金を原資とする非事業性資産を活用した資金供与

について検討します。 

・ その際、浜松市などが行っているファンドサポート事業（ベンチャー・キャ

ピタルの投資活動に連動して上乗せ助成する制度）をさらに一歩進め、県へ

の将来的な還元の仕組みを備えた手段※も考慮に入れた上で、積極的な投資

を呼び込む新たな施策に前向きに取り組みます。 
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※ 県への還元の仕組みを備えた手段：例えば、次の資金調達ラウンドに株式に転換で

きる権利が付された有償の新株予約権型コンバーティブル・エクイティ（ＣＥ）等 

４．地場産業振興 

⚫ 本県の地場産業は、日常生活に彩りと潤いを与え、自分らしいライフスタイル

を演出してくれるアイテムにあふれています。 

こうしたアイテムを個々のアイテムごとに振興するのではなく、山梨暮らしの

豊かさ、快適さをアピールし、それに欠かせないアイテムとして訴求するとい

う、「コトづくり」から逆算する地場産業振興に力を入れていきます。 

（１）織物 

⚫ 千年の歴史を有する郡内織物は今やアートと交わり、高いデザイン性を追求す

る中で芸術領域にまで昇華しつつあります。このような状況を踏まえ、 

・ 世界的な服飾デザイナーや日本を代表する工業デザイナー、デザイン学校で

学ぶ若い学生などに素材を提供し、また発表の場を提供することなどにより、

歴史文化と最先端のカルチャーを融合する中で、新たなテキスタイルの可能

性を追求していきます。 

・ 富士吉田市において開催される FUJI TEXTILE WEEKなどのプロジェクトを県

として多角的に支援していきます。 

⚫ インテリア産業や服飾産業などと連なる生活産業でもある織物業の裾野の広さ

を生かし、生活空間のリフォーム・リノベーションと連動した郡内織物の新た

な活用方法について提案していきます。 

（２）宝飾 

⚫ 令和５年４月の国際宝飾展「山梨ジュエリーフェア」を契機に、ジュエリー産

地山梨の魅力を国内外に向けて情報発信していきます。 

また、令和４年１０月開催の「ＴＧＣ（東京ガールズコレクション）」のような、

ジュエリーとテキスタイル、印伝など本県の地場産品のコラボレーションによ

り情報感度の高い若者に強く訴求するファッションイベントの開催について検

討していきます。 

⚫ 宝飾産業は芸術性の高い一点物に挑むことでその高い技術・技能が伝承されて

いきますが、近年は経済情勢もあって、ボリュームゾーンの製品製造が多くを

占めるようになってきています。 

このような中、就職後に高いスキルを身につける機会が減ってきているため、
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県立宝石美術専門学校の高度技能専門コースに特別修練コースを設け、名人の

技の伝承を図ります。 

⚫ 近年、宝飾品を通じた中東諸国との交流を続けてきていますが、今後は人材育

成面を含めたさらに高度な交流を進めます。 

（３）印章 

⚫ 社会のデジタル化が進む中にあっても、自分らしさを表現したり自らの意思に

魂を込めたりする際に使われる印章の重要性はいささかも失われません。 

令和５年に県立博物館で行われる印章企画展を契機に、印章の意義や多様な活

用方法について提案する場を設け、まずはすべての県民にハンコの愛好者とな

っていただけるよう気運の醸成を図ります。 

⚫ また、他の日本文化とともに海外へ輸出する品目として、印章の持つ高い価値

や創造性を強くアピールしていきます。 

（４）ワイン・日本酒 

⚫ 初めて二つの酒類でＧＩを取得した山梨の強みの源泉は、日照時間日本一の太

陽の恵み・大地の恵み・天然の水がめに蓄積された清らかで豊富な水の恵みで

す。この圧倒的な強みを生かしたワインと日本酒を、その比類なきストーリー

とともに国内外にさらに力強くプロモートしていきます。 

⚫ 海外での高い評価が国内でのブランド力向上につながることから、海外でのプ

ロモーションに引き続き力を入れていきます。 

⚫ 令和６年にわが国での開催が見込まれる「マスター・オブ・ワイン※」のスタデ

ィツアーを本県で開催できるよう、全力で誘致を進めます。 

※ マスター・オブ・ワイン：英国に拠点を置くマスター・オブ・ワイン協会が認定する、

ワイン業界においてもっとも権威ある資格 

（５）伝統工芸品 

⚫ 本県には手彫印章や甲州印伝など国が指定する３つの伝統的工芸品と、これら

を含む１２の県認定郷土伝統工芸品があります。 

こうした伝統工芸品は古き良きものを後世に伝えるという側面がありますが、

今後はこうした伝統工芸品の中に息づく和の心と匠の技を、現代の生活の中の

新たな付加価値として提案し、粋な和モダンライフに欠かせない差別化アイテ

ムとして、前向きにアピールしていきます。 
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５．地域ブランドプロモーションの推進 

⚫ 本県全体のＧＤＰの向上を図る観点から、「ハイクオリティやまなし」の訴求に

よる山梨全体のブランド価値向上を強力に推進します。 

・ ブランド担当部局の統括の下、県が行う各種広報・プロモーション活動を有

機的・一体的に行う体制をさらに徹底するとともに、外部人材の活用などに

よりブランド担当部局の知見の深化を図ります。 

・ 富士山やワイン、桃などの有力な個別の地域資源（ファミリーブランド）の

みならず、認知度の低いファミリーブランドのブランド価値向上や、本県の

先進的な政策とそれらが実現する魅力的な住環境・事業環境のブランド化を

視野に入れながら、広告宣伝費などの資源配分の最適化を追求します。 

・ デジタルを活用したプロモーションや独自の情報発信メディア（オウンドメ

ディア）など多様な手段の活用を視野に入れ、費用対効果等を測定しながら

より効果的なプロモーション手法の確立を図ります。 

６．デザイン先進県の構築 

⚫ デザインを活用して産業や経済を動かし、地域コミュニティを醸成する「デザ

イン先進県」となることを宣言します。 

幅広い官民連携を通じて、あらゆる世代がデザイン思考を理解・発揮し、デザ

インの力で社会の課題が解決され、イノベーション（新たな価値）が創造され

る社会を構築します。 

７．観光の高付加価値化 

⚫ ポストコロナにおいて顕著となってきた個人や家族単位での「より豊かな観光

体験」を求める傾向に対応し、観光客に上質な価値を提供して高い収益を上げ

る「高付加価値型の観光産業」への進化を促進します。 

このため、これに対応する事業者の取り組みを積極支援するとともに、地域資

源の磨きあげと高付加価値化、観光活用を推進します。 

⚫ 本県観光を牽引する富士山・富士北麓地域や八ヶ岳地域が、我が国の再開イン

バウンドの「ありうべき観光の姿」を象徴する存在となるべく、付加価値のつ

け方など観光地としての在り方について、地元関係者とともに議論を深めます。 

⚫ 南アルプス観光の振興体制のさらなる強化に加え、伝統的観光地たる「昇仙峡」

及び湯村温泉郷のリバイバル、伝統的な温泉地である石和温泉に加え甲武信ユ

ネスコエコパークや世界農業遺産に認定された峡東地区など、地域ごとの観光
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振興を面的かつ戦略的に進めるため、県庁内に新たにエリアごとの観光振興担

当セクションを設置します。 

⚫ 大蔵経寺山の開発など新たな観光資源についても整備を行います。また、昇仙

峡観光の推進の観点から、中央自動車道双葉スマートインターの名称追加につ

いて、地元自治体や経済団体とともに取り組みます。 

⚫ デジタルを活用して観光の波及効果の拡大を図るため、ハイキングや登山、サ

イクリングなど広域を移動する観光客に対して、スマートフォンの位置情報を

もとに、現在位置付近のお勧めスポットやお店情報などを提供するアプリの開

発に取り組みます。 

８．農畜水産業の収益力の強化 

⚫ 農業生産額が大幅に増加し、果実輸出額も飛躍的に増加しています。 

この流れをさらに加速し、生産者の所得向上を高いレベルで実現します。 

そのために、農畜水産物のブランド価値の向上と、その土台となる「生産・流

通・販売の三位一体の高度化」を進めます。 

（１）生産 

⚫ 県産農産物のブランド価値を牽引するプレミアムな新品種や、よりマーケット

ニーズに適合した品質の開発を進め、供給体制の早期確立を図ります。 

⚫ 肥料や飼料の価格高騰に対応して、農業・畜産・水産の各分野においてデジタ

ル技術を活用した生産の効率化や肥料・飼料等使用の減量化を図るとともに、

下水汚泥の活用や県内生産された牧草の活用など肥料・飼料の安定供給体制の

構築について研究を進めます。 

⚫ スマート農業による省力化とデータ農業による生産性向上を早期に実用化し、

普及を図ると同時に、これらに必要な生産基盤を着実に整備していきます。 

⚫ ４パーミル・イニシアチブやアニマルウェルフェアなどの先駆的取り組みの成

果を形にして、グローバルな消費者意識の変化も的確にとらえた「エシカル・

プレミアム」の価値を商品性に追加し、エシカル消費層に届けます。 

（２）流通 

⚫ 消費者からの信頼がさらに高まるよう、規格の統一や鮮度保持の徹底に向けて、
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集出荷施設の再編整備やコールドチェーンの構築など共選・輸送体制を強化し

ていきます。 

⚫ 海外富裕層に、本県の「本物・無二」の品質が鮮度を保ったまま届く流通・販

売チャネルの構築を含め、生産からマーケティングまで高付加価値を担保する

バリューチェーンの構築に取り組みます。 

（３）販売 

⚫ リアルとデジタルを組み合わせた効果的なプロモーションを、対象品目を拡大

して国内外で展開します。 

⚫ 県産農畜水産物を活用した新たなアンテナレストランの設置を検討します。 

⚫ ＪＡや生産団体、関連事業者と一体となって、輸出のさらなる拡大に取り組ん

でいきます。 

（４）ブランディング 

⚫ 本県生産者の「匠の技」や「こだわり」などをストーリーとして、県独自のオ

ウンドメディア等を通じて訴求し、山梨県ならではの独自の情緒価値の確立を

目指します。 

⚫ 農畜水産物や加工食品など県産食品のブランド全体の牽引役となる、山梨県を

象徴するスーパープレミアムブランドの育成に取り組みます。 

⚫ 特に野菜や米、茶、牛肉などについては、戦略的品目に位置づけ、早期のブラ

ンディングを進めていきます。 

９．林業の成長産業化 

⚫ 県内林業の付加価値生産性を抜本的に引き上げるべく取り組みを進めます。 

・ 林業経営体の経営強化と規模の拡大を支援するとともに、県内外の優良経営

体の取り組みをロールモデルとして横展開を図ります。 

・ 県産木材のブランド力の強化を進めるとともに、マーケティング戦略を再構

築して販路拡大と高収益化を図ります。併せて生産性の向上をもたらすスマ

ート林業の技術と活用方法を確立し、導入トップランナーを育成・創出して

普及を促進します。 
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約束１５ 文化・芸術の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．文化芸術活動の振興と価値創造 

⚫ 県民参画による文化芸術活動の促進 

・ 山梨で生まれ・育まれてきた文化芸術がさらに発展的に創造・継承されてい

くために、創作活動や鑑賞活動の主体となる県民の参画のもと文化芸術活動

が活発に展開されるよう支援します。 

⚫ クリエイター支援 

・ クリエイターの活動・交流拠点の整備を進め、創作活動に対する多様な支援

やキャリアサポートを提供することにより、国内外のクリエイターが集い、

交流によるシナジー効果の発揮により新たな文化芸術的価値が生みだされる

好循環をつくり出します。 

・ ライブハウスなど、クリエイターと観客の身近な交流の場の活動を支援し、

日常的・身近にアートを楽しめる環境を整えます。 

⚫ 「アートシティ」構想 

・ 富士五湖地域や八ヶ岳地域について、全国から気鋭の芸術家や音楽家が集ま

り、世界に飛躍する「アートシティ」へ発展させるため、芸術施設が連携し

た「アートウィーク」や「ミュージックウィーク」の開催、若手の芸術家・

音楽家のための「共同アトリエ」「共同スタジオ」創設や登竜門となるコンテ

ストの開催、芸術や音楽に触れながら新規ビジネスを生み出す「スタートア

ップ・コミュニティ」の創出などに取り組みます。 

【基本的な考え方】 

⚫ 山梨が目指す「文化立県」では、「これまでの歩みを大切にし、これからの価

値を創造できる環境」をつくっていきます。 

⚫ 地域古来の縁（えにし）と育みを経て固有の芸能と文化から生まれた甲州の技

能（アート）を発信し、日本と世界から新しい視点を獲得していく。 

⚫ その創造の流れを前面に出して、創造者（クリエーター）と鑑賞者（ビューア

ー）が協働できる文化・芸術世界をひろげていきます。 

⚫ そこでは、「食文化の世界」もまた、甲州の芸術として花開きます。甲州とい

うすべての要素が芸術になる。まさにあらゆる扉が開放された「マルチバース」

な文化・芸術都市が花開きます。 
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⚫ 無形民俗文化財の継承と振興 

・ 各地に継承されてきた無形民俗文化財の公演をホテル・旅館等の観光施設に

おいて実施する環境を整備することにより、国内外観光客の満足度向上と伝

統芸能に係る運営資金獲得の「ウィン・ウィン」の関係構築に取り組みます。 

・ 無形民俗文化財の継承意欲の喚起や後継者育成のため、発表機会の確保に加

え、活動の顕彰等の取り組みを進めるとともに、次代を担う子どもたちの関

心と愛着を深めるべく学習機会の拡大に取り組みます。 

⚫ 価値の創造拠点としての県立美術館の確立 

・ 県立美術館について、「価値創造」拠点としての機能を確立すべく取り組みを

加速します。 

⚫ メタバース・ギャラリーの開設 

・ 県立美術館の別館として「メタバース・ギャラリー」をサイバー空間上に設

置し、既存収蔵品の高精細デジタル・クローンの展示のほか、新たに創作さ

れたデジタルアートの展示による若手アーティストへの機会提供を行います。 

・ リアル（本館など）とデジタル（メタバース・ギャラリー）の双方をシーム

レスに活用し、次世代クリエイターを発掘・育成するためのワークショップ

を開催します。 

・ メタバース・ギャラリー展示品については、ＮＦＴを付してふるさと納税返

礼品等に活用し、若手アーティストの支援財源とします。 

⚫ 五感でアートを体感できる空間としての県立美術館 

・ 美術館が収蔵するミレーの諸作品や特別展などにおいて、視覚・触覚のみな

らず、聴覚（音楽）、味覚・嗅覚（ガストロノミー）の五感により立体的にア

ートを体感できる空間の構築に取り組みます。 

⚫ 「デザインセンター」の設置 

・ アートやデザインを活用した地域経済の高付加価値化を推進するため、県立

美術館に付属するデザインセンターを設置し、アートとビジネスとのコラボ

レーションを推進します。 
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２．美食文化の展開と経済効果の発揮 

⚫ 美酒美食プロジェクト 

・ 山梨ならではの美食文化のもと、多彩な料理店が集積し、味わうことの感動

体験を求める人々で満ちあふれ、その活気がビジネス・チャンスを創出する

「グルマン・エコノミー（美食経済）」で賑わう地域を目指します。 

⚫ 山梨の食のプレゼンス向上（ブランド力強化） 

・ 県産ジビエのブランド化を促進します。 

特に、鹿肉について重点的に増産・肉質向上に係る研究やレシピの研究を進

めます。 

・ 「Ｃａｖｅ ｄｅ ワイン県やまなし」については、もともと物販を目的とし

た施設・立地であったことから、施設の主目的が食の提供にシフトしたこと

に合わせて、より適当な立地・建物への移転を検討します。 

・ 本県自慢のフルーツにさらに価値を付加し「スイーツ王国」を目指します。

そのため、県立博物館のカフェ（空き店舗）を改装し、若手トライアルの場

として提供します。 

⚫ 県産食材による料理を提供する飲食店等の集積（内発、県外からの誘致の促進） 

・ 県産食材の使用などを条件として飲食店等の県外からの転入、県内の既存店

の拡張に対し補助する「美食産業集積補助制度」を創設します。 

・ 「二拠点居住推進センター」や「やまなし暮らし支援センター」における相

談機能を強化し、県産食材による料理を提供する飲食店等の県内進出と展開

を後押しします。 

⚫ 既存の飲食店等及び料理人のレベルアップ促進 

・ 山梨の美食文化の担い手たる優良な飲食店、宿泊施設、料理人を顕彰する制

度を創設し、さらなる精進を支援します。 

・ 腕利きシェフや飲食店経営者による若手料理人向けセミナーを開講してメニ

ューや経営ノウハウを伝授し、修了者には一定の称号を付与する仕組みを検

討します。 

・ 料理コンテストの優秀者など気鋭の若手料理人に対し、将来の県内での出店・

就職などの条件を付して研鑽に要する費用を支援する「未来の名シェフのパ

トロネージュ制度」の創設を検討します。 
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⚫ 食を起点とした他産業の振興  

・ 生産者と飲食店・宿泊施設等が連携し、県産食材の調達パスの多様化、高品

質食材の開発・再発見と県内観光施設を通じた普及に向けたプラットフォー

ムとして「やまなしグルマン・エコノミー会議（仮称）」を設置します。 

・ 自家用野菜を集荷し、小ロット使用の飲食店や学校給食等にマッチングさせ

て提供するシステムの構築に取り組みます。 

・ Ｐ２Ｇ由来のグリーン水素活用による食品・飲料製造の高付加価値化など、

他産業との連携により食に関連する産業のイメージアップやブランド価値向

上、イノベーションを促進します。 

⚫ 山梨の美酒美食の国際的な展開 

・ まずは各姉妹都市の郷土料理・名物料理と県産酒とのコラボレーションによ

り国境を越えた「新たなマリアージュ」を見いだし、その成果を県内観光施

設等において紹介、普及を図ります。 

・ 知見の蓄積・交流を図る「美酒美食学会（仮称）」の開催を検討します。 

 

３．地域特性を生かした文化創造 

⚫ 県全体にわたる上記の取り組みをベースとしつつ、富士五湖や八ヶ岳エリアに

おける「アートシティ構想」に加え、果実やワインの代表的な産地である峡東

地域、織物やジュエリーなどファッションをベースとした文化の醸成の可能性

に満ちた富士・東部地域や甲府エリア、印章・和紙・硯など伝統的な文芸の要

素が豊富な峡南地域など、県内の各地域の特性を生かした価値の集積を進める

ことによって、県全体の文化の創造へとつなげて行きます。 
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約束１６ スポーツの振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 誰もがスポーツに親しめる環境づくり 

・ 「一人一スポーツ」を推進し、県民一人ひとりが、ライフステージに応じて

日常的にスポーツに参画し体験できる機会の充実を図り、生涯にわたって豊

かなスポーツライフを楽しめる社会を実現します。 

⚫ パラスポーツの推進 

・ パラ優先施設として青少年センター体育館に整備する「やまなしパラスポー

ツセンター」を拠点として、県民誰もがパラスポーツを楽しめる環境づくり

をさらに進め、障害のある人もない人も共にスポーツに親しみ社会参加がで

きる共生社会を実現します。 

⚫ 子どもの運動能力の向上に資するため、保育園・幼稚園の園庭の芝生化を支援

するための制度を創設します。 

⚫ 誰もが気軽に運動を楽しむ足掛かりを提供するため、身近な公園における簡易

な健康器具の設置を支援する「ちょいトレ」プロジェクトを推進します。 

⚫ 青少年のスポーツ振興 

・ 部活動の地域移行を円滑に進め、地域スポーツや地域文化活動の発展にもつ

ながるような展開を目指して受け皿となる地域人材の育成・確保を進めます。 

・ 運動時の安全を確保し、質の高い部活動を可能にするとともに、地域の人び

との運動の場を創出するため、地域や同窓会と協力しながら県立高校のグラ

ウンドの芝生化を進めます。 

・ 若者に人気のあるスケートボード、ＢＭＸやＭＴＢなど新たなスポーツに出

会い、参加できる機会をつくります。また、身近な場所で楽しむことができ

【基本的な考え方】 

⚫ スポーツは日常生活に活力をもたらすだけでなく、地域づくりや観光振興ま

で、ヒト・モノ・コトを呼び込むもっとも身近な原動力（エンジン）でもあり

ます。 

⚫ 日常から地域づくりまで、山梨におけるスポーツ振興は、日常基盤から事業基

盤へとその幅をひろげ、可能性を大きくしていきます。健康維持から事業・起

業化まで、スポーツによる豊かさ創出の幅をひろげます。 
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るよう、市町村や民間と連携して新たなコースなどの整備を進めます。 

⚫ 山梨にゆかりのあるトップアスリートの活躍は、スポーツへの関心のみならず

県民の一体感と郷土への誇りを高め、地域の活力を生みだすことから、世界で

活躍できる「未来のトップアスリート」の発掘・育成に努めていきます。 

⚫ 「スポーツで稼げる地域づくり」の加速 

・ 令和４年度創設の「やまなしスポーツエンジン」を核として、山梨でスポー

ツをする魅力を高め、より多くのスポーツ愛好者が「国内外からスポーツを

楽しむために集う山梨」をつくり、スポーツビジネスを振興します。 

・ また、スポーツビジネスが、スポーツ以外の多くの地域産業に波及効果を上

げるための環境整備など「スポーツで稼げる地域づくり」を進めることによ

り、県内経済の活性化の核としての総合球技場整備の実現プランの策定につ

なげて参ります。 

⚫ スポーツ・ツーリズムの推進 

・ 首都圏からのアクセスの良さや、豊かな自然環境・観光資源など本県の強み

を最大限に生かし、サイクルツーリズムやアウトドアアクティビティの環境

整備、スポーツイベントの開催支援やスポーツ合宿の誘致を進めます。 

⚫ 「サイクル王国やまなし」の実現 

・ サイクルファンが気軽に道志村や山中湖村のオリンピックコースを走行でき

るイベントを開催します。 

・ 峡南地域の自治体と協力し、自転車優先路線の設置など自転車を活用したま

ちづくりを進めます。 

・ サイクルツアーガイドを養成し、安全かつ快適に自転車で観光地などを巡り、

食や文化を楽しめる体制を整えます。 

⚫ ２０３２年２巡目となる山梨国体（国民スポーツ大会）の招致を推進します。 

・ 開催にあたっては、従来のやり方にとらわれない持続可能なスポーツ大会の

あり方を示していきます。 

・ 開催に向け、財政負担の最小化に留意しながら老朽化したスポーツ施設の計

画的な改修・整備に努めます。 
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約束１７ パートナーシップに基づく県政の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ さまざまなステークホルダーとの連帯のもと、透明性・納得性の高い県政運営

を進めます。 

（国との連帯） 

・ 国の理解と協力を得て、県民益の確保・増進に必要な財政措置や制度的措置

を実現するため、国会議員や国の関係機関とのきめ細やかなコミュニケーシ

ョンを充実させます。 

 （市町村との連帯） 

・ 市町村長との意見交換を密に行い、それぞれの地域課題を把握し、共通する

課題については市町村と一緒になって主体的に向き合い、地域固有の課題に

ついては補完機能を発揮し解決の支援に当たります。 

・ 峡南地域５町と協働・連帯して地域課題の解決を目指す「ネクスト峡南共創会

議」の取り組みを着実に推進します。また、同様の仕組みを県内の地域ブロッ

クごとに設けます。 

・ それぞれの地域ブロックの課題に対して、市町村との緊密な連携のもと、県が

当事者意識を持って「面的」「部局横断的」に取り組むことができるよう、県

の人的・組織的体制を整備します。 

（県民の皆様との連帯） 

・ 県内各界・各層の代表者との意見交換や、各種団体・企業との対話を積極的

に行い、県政課題に対し「集合知」をもって取り組みます。 

・ 県民とのオープンな意見交換の場を設け、地域社会の隅々に至るまで目を配

り、寄り添う県政の実現に取り組みます。 

【基本的な考え方】 

⚫ 県民目線での県政運営は「豊かさ共創社会」の前提となる絶対条件です。 

⚫ すべての県民と生活者の視点を、施策として反映させ、活かしていく方法と仕

組みを構築します。 

⚫ 「豊かさをもれなく届ける」ための県政運営を前進させる「豊かさ共創会議」

はすでに２０２２年に始まり、議論と検討が始まっています。 

⚫ 県政運営は県民参加で。そのための仕組み構築に向け、県政は「実践の場」へ

と進化していきます。 
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⚫ パブリック・コミュニケーションの高度化 

・ 新型コロナ感染症のように刻々と変化する状況に即時適切に対策を講じるに

は、施策・事業の対象となる県民や事業者等の利害関係者の「その時々の実

情」を正しく理解・共有する必要があるため、県としてリアルタイムに利害

関係者の皆様と双方向でコミュニケーションを取れる仕組みを構築します。 

・ 施策・事業がしっかりと効果を生み出すためには、その施策・事業の背景や

県としての意図が正しく利害関係者の皆様に理解され、具体的な行動変容に

つながることが欠かせません。このため、 

① 県内外メディアとの一層のコミュニケーションの強化に取り組みます。 

② 県民各層の情報取得経路の多様性に対応した情報伝達手段の組み合わせや

発信内容の最適化を行う情報発信システムを構築します。 

③ 県民の皆さまにお伝えすべき情報は、県自らが責任を以てわかりやすくお

伝えするための情報発信に取り組みます。 

・ 県民各界各層とのコミュニケーションの高度化を図るため、外部の専門家も

加えてより強固な広聴広報体制を構築します。 

⚫ 姉妹都市交流 ～「姉妹都市２．０」～ 

・ 姉妹都市との友好は本県にとってかけがえのない「資源」です。 

行政関係者の儀礼的な交流関係だけに終わらせず、豊かさを共に育むパート

ナーとして「見えるものを生みだしていく」関係へと深耕します。 

・ 姉妹都市は、子どもたちにとっても身近な「山梨の隣人」です。 

世界と未来に開かれた扉「姉妹都市２．０」として、官民・分野・世代を問

わずにノウハウ共有や協働に取り組む「未来共創都市連携」へと発展させて

いきます。 

⚫ 全国知事会への積極的なコミットメント 

・ これまでも、全国知事会「コロナを乗り越える新たな地方創生・日本創造本

部」の幹事長職を務め、全国の知事の意見調整や国への要望活動などに一定

の役割を果たしてきました。 

・ 山梨で開催する令和５年度・夏の全国知事会議を契機として、４７人の知事

が集合知を発揮する「クロスポイント」に身を置き、全国の知恵を山梨で生

かし県民に還元するというメリットの享受と、山梨の知恵の発信による全国

への貢献を果たすべく、知事会へのコミットメントを強めていきます。 
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⚫  

⚫  

約束１８ 県有資産や地域資源の可能性を県民に還元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 県有地賃料の適正化 

・ 県有地の賃貸借における賃料適正化を完遂し、「適切な投資による資産価値向

上」が「賃料増額」となって県民に還元される「当たり前」を実現します。 

・ 県有地賃料の適正化により得た増収は全額を介護・教育基金に積み立てます。 

⚫ 県有資産の高度活用 

・ 県有地や県有施設をはじめとする「すべての県有資産」について、より高度な

活用により、直接的な県民への還元を最大化することを第一義とし、併せて地

域経済への波及効果を高めることを追求します。 

⚫ ふるさと納税（寄附額）のさらなる増収を図るため、地域資源の発掘や磨き上げ

により『新たに創出した付加価値』をベースに魅力的な返礼品を開発し、精力

的にＰＲを行います。 

⚫ 民間企業との連携のもと県の重要課題に取り組むべく、企業版ふるさと納税の

活用の検討を進めます。 

⚫ 施策事業の成果をマネタイズする仕組みの検討など、税外収入確保策の強化に

取り組みます。 

【基本的な考え方】 

⚫ 県民全体の利益を創出し、還元するためにあらゆる資源を活用します。 

⚫ 自己の資源を活用し、収益力を高めることは、民間事業であれば必要最低限の

取り組みです。ましてや、県民からお預かりしている資産から生ずる利益を最

大限にする努力を怠ることは、行政機関として許されません。 

⚫ 県有資産の活用は、そのための多くの努力のひとつですが、決してないがしろ

にはできない理由はそこにあります。 

⚫ 県が持つ資産は有限です。そこから可能なかぎりの価値を生み出し、県民生活

に還元していく。そのための前進を止めることはありません。それは、県民の

資産を預かる行政機関にとって最低限の務めです。 

政策を支える基盤の充実 
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⚫ 電気事業における水力発電能力の向上や公園事業の見直しなど、企業局の収益

力強化・財務体質の強靭化を図るとともに、水素・燃料電池をはじめ県の戦略

産業に対する投資事業の可能性について検討を行います。 

約束１９ 時代の変化に対応した県庁マネジメントの実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 行政におけるＤＸや施策・事業の不断の新陳代謝を進めるとともに、データに

基づき客観的に「山梨の発展に必要」と判断される重要事業には大胆に投資を

行う、メリハリの利いた効果的・効率的な行財政運営を行っていきます。 

⚫ 多様な知見や個性がぶつかり合い化学反応を起こすことで価値を生みだす共創

の場を県庁から実現するため、副業・複業も含めた民間人材や中途退職した県

庁職員の積極的な採用・登用、民間企業などの外部団体との人事交流を積極的

に推進します。 

⚫ 複雑・多様化する行政課題に対応する場合、県庁内部における人材育成が追い

つかないほど社会の変化が早い分野においては、専門分野の人材を外部から積

極的に登用することで、県庁組織に最新のノウハウを速やかに取り込み、行政

サービスの質を向上させます。 

⚫ 女性職員の知見や価値観が意思決定に反映されやすくすることは県民益そのも

のであるとの基本認識に立ち、働き方改革の推進と公務能率の向上を図りつつ、

女性職員のキャリアサポートや管理職登用を進めます。 

【基本的な考え方】 

⚫ 山梨県庁はこの４年間で、山梨の可能性への確信のもと進んでリスクを取り、

挑戦し、全国に対して価値を提供する存在に進化してきました。 

⚫ 次の４年間は、更に組織の意欲を高め、県民目線という動機を強めるべく、県

庁職員自身による施策づくりの気風を応援し、加速させていく必要がありま

す。 

⚫ 新しい視点、新しい意欲は、県民本位の県政実現には不可欠です。組織が内発

的に、自発的に動く「機動力ある組織」をつくるために、各職場、各職員一人

ひとりがオーナーシップ※をもって挑戦し続ける組織に高めて、その能力を最

大限に引き出します。 

※ 担当する仕事を“自分自身の課題”と主体的に捉え、強い情熱と責任感を持って取り

組む姿勢 
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⚫ 県庁における最も重要な経営資源である職員の個々の能力を最大限に高め、組

織全体のパフォーマンスを向上させるため、採用、育成、評価、配置、処遇の

各局面において、すべての世代の職員が高いモチベーションを保ちながら職務

を遂行する環境を戦略的に整備します。 

・ 派遣研修やスキルの再開発、希望と適性に応じた配置といった若手職員に対

する丁寧なキャリア形成支援 

・ 高潔な倫理観・的確な判断力・調整力・先見性を有し、高いレベルで組織を

統率できる管理職の選抜・育成 

・ ベテラン職員が業務経験を通じて培った知見を生かせる分野への配置 

・ 子育てや介護など個々の事情への細やかな配慮  

⚫ 併せて、中期的課題として、いわゆる「ジョブ型」人事体系の導入や官民を行き来

する「回転ドア型」人事体系について研究します。 

《注記》 

上記は、現時点で重点的に取り組むべきと考える政策を「公約」として読みやすく取り

まとめたものであり、取り組むすべての施策を網羅したものではありません。 


